
。
音
楽
著
作
権
侵
害
差
止
等
請
求
事
件

ヘ昭

和

五

九

年

帥

第

一

二

O
四

号

f

同
六
三
年
三
月
一
五
目
第
三
小
法
廷
判
決

一
部
棄
却
J

一
部
却
下、

【上

告

人】

控

訴

人

附
帯
被
控
訴
人

被

控

訴

人

附
帯
控
訴
人

福
岡
地
方
裁
判
所
小
倉
支
部

被
とヒ

具

否

外

名

代

理

人

安

部

千

春

外

二

名

【被
上
告
人
】

原
.8:ニ
ロ

社
団
法
人
日
本
音
楽
著
作
権
協
会

代

理

人

井

上

準

一
郎

【第

審

【第

二

審

】

福
岡
高
等
裁
判
所

昭
和
五
七
年
八
月
一一
一
一
日
判
決

昭
和
五
九
年
七
月
五
日
判
決

O
判

示

事

項

カ

ラ

オ

ケ

伴

奏

に

よ

る

客

の

歌

唱

に

つ

き

カ

ラ

オ

ケ

装

置

を

設

置

し

た

ス

ナ

ッ

ク

等

の

経

営

者

が

演

奏

権

侵

害

に

よ

る

不

法

行

為

責

任

を

負

う

と

さ

れ

た

事

例

O
判

決

要

旨

ス

ナ

ッ

ク

等

の

経

営

者

、

が

、

カ

ラ

オ

ケ

装

置

と

音

楽

著

作

物

た

る

楽

曲

の

録

音

さ

れ

た

カ

ラ

オ

ケ

テ

i
フ

と

を

備

え

置

き

、

客

に

歌

唱

を

勧

め

、

客

の

選

択

し

た

曲

目

の

カ

ラ

オ

ケ

テ

l

フ

の

再

生

に

よ

る

伴

奏

に

よ

り

他

の

客

の

面

前

で

歌

唱

さ

せ

る

な

ど

し

、

も

っ

て

店

の

雰

囲

気

作

り

を

し

、

客

の

来

集

を

図

っ

て

利

益

を

あ

げ

る

こ

と

を

意

図

し

て

い

る

と

き

は

、

右

経

営

者

は

、

当

該

音

楽

著

作

物

の

著

作

権

者

の

許

諾

を

得

な

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
し
た
ス
ナ
ツ
グ
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例

一
九
九

〈
四
＝
一
〉



二
O
O
（

四

国

〉

い

限

り

、

客

に

よ

る

歌

唱

に

っ

き

、

そ

の

歌

唱

の

主

体

と

し

て

演

奏

権

侵

害

に

よ

る

不

法

行

為

責

任

を

免

れ

な

い

。

（
意
見
が

あ

忍
。）

【参
照
】

著
作
権
法
二
二
条

著
作
者
は
、

そ
の
著
作
物
を
、
公
衆
に
直
接
見
せ
又
は
聞
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
（
以
下
「
公
に
」

と
い
う
。
）
上
演
し
、
又
は
演
奏
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。

同
法
（
昭
和
主
九
年
法
律
第
四
六
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
）
三
八
条

公
表
さ
れ
た
著
作
物
は
、
営
利
を
目
的
と
せ
ず
、
か
っ
、
聴
衆

又
は
観
衆
か
ら
料
金
（
い
ず
れ
の
名
義
を
も
っ
て
す
る
か
を
問
わ
ず
、
著
作
物
の
提
示
に
つ
き
受
け
る
対
価
を
い
う
。
次
項
に
お
い
て

同
じ
。
）
を
受
け
な
い
場
合
に
は
、
公
に
上
演
し
、
演
奏
し
、
口
述
し
、
若
し
く
は
上
映
し
、
文
は
有
線
放
送
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

た
だ
し
、
当
該
上
演
、
演
奏
、

口
述
、
上
映
又
は
有
線
放
送
に
つ
い
て
実
演
家
又
は
口
述
を
行
な
う
者
に
対
し
報
酬
が
支
払
わ
れ
る
場

合
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

2 

放
送
さ
れ
、
又
は
有
線
放
送
さ
れ
る
著
作
物
は
、
営
利
を
目
的
と
せ
ず
、
か
っ
、
聴
衆
又
は
観
衆
か
ら
料
金
を
受
け
な
い
場
合
に

は
、
受
信
装
置
を
用
い
て
公
に
伝
達
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
通
常
の
家
庭
用
受
信
装
置
を
用
い
て
す
る
場
合
も
、
同
様
と
す
る
。

同
法
（
昭
和
六
一
年
法
律
第
六
四
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
）
附
則
一
四
条

適
法
に
録
音
さ
れ
た
音
楽
の
著
作
物
の
演
奏
の
再
生
に
つ

い
て
は
、
放
送
又
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る
も
の
及
び
営
利
を
目
的
と
し
て
音
楽
の
著
作
物
を
使
用
す
る
事
業
で
政
令
で
定
め
る
も
の

に
お
い
て
行
な
わ
れ
る
も
の
を
除
き
、
当
分
の
問
、
旧
法
第
三
十
条
第
一
項
第
八
号
及
び
第
二
項
並
び
に
同
項
に
係
る
旧
法
第
三
十
九

条
の
規
定
は
、
な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
。

同
法
施
行
令
附
則
三
条

法
附
則
第
十
四
条
の
政
令
で
定
め
る
事
業
は
、
次
に
掲
げ
る
も
の
と
す
る
。

喫
茶
店
そ
の
他
客
に
飲
食
を
さ
せ
る
営
業
で
、
客
に
音
楽
を
鑑
賞
さ
せ
る
こ
と
を
営
業
の
内
容
と
す
る
旨
を
広
告
し
、
文
は
客
に



音
楽
を
鑑
賞
さ
せ
る
た
め
の
特
別
の
設
備
を
設
け
て
い
る
も
の

一一
キ
ャ
バ
レ
ー
、
ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
、

ダ
ン
ス
ホ
ー
ル
そ
の
他
フ
ロ
ア
に
お
い
て
客
に
ダ

γ
久
を
さ
せ
る
営
業

音
楽
を
伴
っ
て
行
な
わ
れ
る
演
劇
、
演
芸
、
舞
踊
そ
の
他
の
芸
能
を
観
客
に
見
せ
る
事
業

旧
著
作
権
法
（
明
治
三
二
年
法
律
第
三
九
号
）
三

O
条
一
項
第
八

既
ニ
発
行
シ
タ
ル
著
作
物
ヲ
左
ノ
方
法
ニ
依
リ
複
製
ス
ル
ハ
偽
作
ト

看
倣
サ
ス

第
八

音
ヲ
機
械
的
ニ
複
製
ス
ル
ノ
用
ニ
供
ス
ル
機
器
一
一
著
作
物
ノ
適
法
ニ
写
調
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
興
行
又
ハ
放
送
ノ
用
－
一
供
ス
ル

コ
ト

O
主

文

原
判
決
中
カ
ラ
オ
ケ
演
奏
を
伴
奏
と
す
る
歌
唱
に
よ
る
演
奏
権
侵
害
を
理
由
と
す
る
被
上
告
人
の
損
害
賠
償
請
求
に
か
か
る
部

分
に
関
す
る
本
件
上
告
を
棄
却
す
る
。

そ
の
余
の
本
件
上
告
を
却
下
す
る
。

訴
訟
費
用
は
上
告
人
ら
の
負
担
と
す
る
。

。
理

由

上
告
代
理
人
安
部
千
春
の
上
告
理
由
に
つ
い
て

【
要
旨
】

原
審
の
適
法
に
確
定
し
た
と
こ
ろ
に
よ
れ
ば
、
上
告
人
ら
は
、
上
告
人
ら
の
共
同
経
営
に
か
か
る
原
判
示
の
ス
ナ
ッ
ク
等
に
お

い
て
、

カ
ラ
オ
ケ
装
置
と
、
被
上
告
人
が
著
作
権
者
か
ら
著
作
権
な
い
し
そ
の
支
分
権
た
る
演
奏
権
紘
一
寸
の
信
託
的
譲
渡
を
受
け
て

管
理
す
る
音
楽
著
作
物
た
る
楽
曲
が
録
音
さ
れ
た
カ
ラ
オ
ケ
テ
l
プ
と
を
備
え
置
き
、
ホ
ス
テ
ス
等
従
業
員
に
お
い
て
カ
ラ
オ
ケ

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
し
た
ス
ナ
ツ
グ
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例

二

O

〈
四
五
）



ニ
O
二

〈
四
六
〉

装
置
を
操
作
し
、
客
に
曲
目
の
索
引
リ
ス
ト
と
マ
イ
ク
を
渡
し
て
歌
唱
を
勧
め
、
客
の
選
択
し
た
曲
目
の
カ
ラ
オ
ケ
テ
l
プ
の
再

生
に
よ
る
演
奏
を
伴
奏
と
し
て
他
の
客
の
面
前
で
歌
唱
さ
せ
、

ま
た
、

し
ば
し
ば
ホ
ス
テ
ス
等
に
も
客
と
と
も
に
あ
る
い
は
単
独

で
歌
唱
さ
せ
、
も
っ
て
店
の
雰
囲
気
作
り
を
し
、
客
の
来
集
を
図
っ
て
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
い
う
の
で
あ

り
、
か
か
る
事
実
関
係
の
も
と
に
お
い
て
は
、

ホ
ス
テ
ス
等
が
歌
唱
す
る
場
合
は
も
ち
ろ
ん
、
客
が
歌
唱
す
る
場
合
を
含
め
て
、

演
奏
（
歌
唱
）
と
い
う
形
態
に
よ
る
当
該
音
楽
著
作
物
の
利
用
主
体
は
上
告
人
ら
で
あ
り
、
か
つ
、
そ
の
演
奏
は
営
利
を
目
的
と

し
て
公
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
け
だ
し
、
客
や
ホ
ス
テ
ス
等
の
歌
唱
が
公
衆
た
る
他
の
客
に
直
接
聞
か
せ

る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と
（
著
作
権
法
二
二
条
参
照
）

は
明
ら
か
で
あ
り
、
客
の
み
が
歌
唱
す
る
場
合
で
も
、
客

は
、
上
告
人
ら
と
無
関
係
に
歌
唱
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、

上
告
人
ら
の
従
業
員
に
よ
る
歌
唱
の
勧
誘
、

上
告
人
ら
の
備
え
置

い
た
カ
ラ
オ
ケ
テ
！
プ
の
範
囲
内
で
の
選
曲
、
上
告
人
ら
の
設
置
し
た
カ
ラ
オ
ケ
装
置
の
従
業
員
に
よ
る
操
作
を
通
じ
て
、

上
告

人
ら
の
管
理
の
も
と
に
歌
唱
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
、
他
方
、

上
告
人
ら
は
、
客
の
歌
唱
を
も
店
の
営
業
政
策
の
一
環
と
し
て

取
り
入
れ
、

こ
れ
を
利
用
し
て
い
わ
ゆ
る
カ
ラ
オ
ケ
ス
ナ
ッ
ク
と
し
て
の
雰
囲
気
を
醸
成
し
、
か
か
る
雰
囲
気
を
好
む
客
の
来
集

を
図
っ
て
営
業
上
の
利
益
を
増
大
さ
せ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
い
う
べ
き
で
あ
っ
て
、
前
記
の
よ
う
な
客
に
よ
る
歌
唱
も
、

著
作
権
法
上
の
規
律
の
観
点
か
ら
は
上
告
人
ら
に
よ
る
歌
唱
と
同
視
し
う
る
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
上
告
人
ら
が
、
被
上
告
人
の
許
諾
を
得
な
い
で
、

ホ
ス
テ
ス
等
従
業
員
や
客
に
カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
り
被
上
告

人
の
管
理
に
か
か
る
音
楽
著
作
物
た
る
楽
曲
を
歌
唱
さ
せ
る
こ
と
は
、
当
該
音
楽
著
作
物
に
つ
い
て
の
著
作
権
の
一
支
分
権
た
る

演
奏
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
り
、
当
該
演
奏
の
主
体
と
し
て
演
奏
権
侵
害
の
不
法
行
為
責
任
を
免
れ
な
い
。

カ
ラ

オ
ケ
テ
l
プ
の
製
作
に
当
た
り
、
著
作
権
者
に
対
し
て
使
用
料
が
支
払
わ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
れ
は
、
音
楽
著
作
物
の
複
製



（
録
音
）

の
許
諾
の
た
め
の
使
用
料
で
あ
り
、
そ
れ
ゆ
え
、

カ
ラ
オ
ケ
テ
l
プ
の
再
生
自
体
は
、
適
法
に
録
音
さ
れ
た
音
楽
著
作

物
の
演
奏
の
再
生
と
し
て
自
由
に
な
し
う
る
か
ら
と
い
っ
て

（
著
作
権
法
（
昭
和
六
一
年
法
律
第
六
四
号
に
よ
る
改
正
前
の
も

の
）
附
則
一
四
条
、
著
作
権
法
施
行
令
附
則
三
条
参
照
〉
、
右
カ
ラ
オ
ケ
テ
l
プ
の
再
生
と
は
別
の
音
楽
著
作
物
の
利
用
形
態
で

あ
る
カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
等
の
歌
唱
に
つ
い
て
ま
で
、
本
来
歌
唱
に
対
し
て
付
随
的
役
割
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
カ
ラ
オ
ケ

伴
奏
と
と
も
に
す
る
と
い
う
理
由
の
み
に
よ
っ
て
、
著
作
権
者
の
許
諾
な
く
自
由
に
な
し
う
る
も
の
と
解
す
る
こ
と
は
で
き
な

し、。
右
と
同
旨
の
原
審
の
判
断
は
正
当
と
し
て
是
認
す
る
こ
と
が
で
き
、
原
判
決
に
所
論
の
違
法
は
な
い
。
論
旨
は
、
こ
れ
と
異
な

る
見
解
に
立
っ
て
原
判
決
を
論
難
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
採
用
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

な
お
、
上
告
人
ら
は
、
原
判
決
中
カ
ラ
オ
ケ
演
奏
を
伴
奏
と
す
る
歌
唱
に
よ
る
演
奏
権
侵
害
を
理
由
と
す
る
被
上
告
人
の
損
害

賠
償
請
求
を
除
く
そ
の
余
の
請
求
に
か
か
る
部
分
に
つ
い
て
は
、
上
告
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を
提
出
し
な
い
。

よ
っ
て
、
民
訴
法
四

O
一
条
、
三
九
九
条
、
三
九
九
条
ノ
三
、
九
五
条
、
八
九
条
、
九
三
条
に
従
い
、

上
告
理
由
に
対
す
る
判

断
に
つ
き
裁
判
官
伊
藤
正
己
の
意
見
が
あ
る
ほ
か
、
裁
判
官
全
員

一
致
の
意
見
で
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

裁
判
官
伊
藤
正
己
の
意
見
は
、
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

私
は
、
原
審
の
確
定
し
た
事
実
関
係
の
も
と
に
お
け
る
カ
ラ
オ
ケ
演
奏
に
関
し
て
、
上
告
人
ら
は
演
奏
権
侵
害
の
不
法
行
為
責

任
を
負
う
も
の
で
あ
る
と
し
て
、
右
不
法
行
為
に
基
づ
く
被
上
告
人
の
損
害
賠
償
請
求
を
－
認
容
し
た
原
判
決
は
是
認
す
る
こ
と
が

で
き
る
と
し
た
多
数
意
見
の
結
論
に
は
賛
成
す
る
が
、
そ
の
結
論
に
至
る
理
由
づ
け
に
は
同
調
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
そ
の
理

由
は
、
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
－
設
置
し
た
ス
ナ
ッ
ク
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例

二
O
一二

ハ
四
七
）



二
O
四

（
四
八
）

多
数
意
見
は
、
上
告
人
ら
が
そ
の
共
同
経
営
に
か
か
る
ス
ナ
ッ
ク
等
に
お
い
て
、

カ
ラ
オ
ケ
装
置
と
カ
ラ
オ
ケ
テ
l
プ
と
を
備

え
置
き
、
ホ
ス
テ
ス
等
従
業
員
に
お
い
て
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
操
作
し
、
客
に
曲
目
の
索
引
リ
ス
ト
と
マ
イ
ク
を
渡
し
て
歌
唱
を
勧

め
、
客
の
選
択
し
た
曲
目
の
カ
ラ
オ
ケ
テ
l
プ
の
再
生
に
よ
る
演
奏
を
伴
奏
と
し
て
他
の
客
の
面
前
で
歌
唱
さ
せ
、
ま
た
、

し
tま

し
ば
ホ
ス
テ
ス
等
に
も
客
と
と
も
に
あ
る
い
は
単
独
で
歌
唱
さ
せ
、
も
っ
て
店
の
雰
囲
気
作
り
を
し
、
客
の
来
集
を
図
っ
て
利
益

を
あ
げ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
た
と
い
う
原
判
示
の
事
実
関
係
の
も
と
に
お
い
て
、

ホ
ス
テ
ス
等
が
歌
唱
す
る
場
合
だ
け
で
な

く
、
客
の
み
が
歌
唱
す
る
場
合
に
つ
い
て
も
、
そ
の
演
奏
（
歌
唱
）
と
い
う
形
態
に
よ
る
音
楽
著
作
物
の
利
用
主
体
は
営
業
主
た
る

上
告
人
ら
で
あ
る
と
捉
え
、
そ
の
演
奏
は
営
利
を
目
的
と
し
て
公
に
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
か
ら
、
右
演
奏
に
つ
き
被
上
告
人
の
許

諾
を
得
て
い
な
い
上
告
人
ら
は
、
当
該
演
奏
の
主
体
と
し
て
演
奏
権
侵
害
の
不
法
行
為
責
任
を
免
れ
な
い
、
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

私
見
に
お
い
て
も
、

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
り
ホ
ス
テ
ス
等
従
業
員
が
歌
唱
す
る
場
合
に
、
営
業
主
た
る
上
告
人
ら
を
も
っ
て
、

そ
の
演
奏
（
歌
唱
）
と
い
う
形
態
に
よ
る
音
楽
著
作
物
の
利
用
主
体
と
捉
え
る
こ
と
に
は
異
論
は
な
く
、

ま
た
、

ホ
ス
テ
ス
等
が

客
と
と
も
に
歌
唱
す
る
場
合
も
、
ホ
ス
テ
ス
等
と
客
の
歌
唱
を
一
体
的
に
捉
え
て
利
用
主
体
は
営
業
主
た
る
上
告
人
ら
で
あ
る
と

解
す
る
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

し
か
し
な
が
ら
、
客
の
み
が
歌
唱
す
る
場
合
に
つ
い
て
ま
で
、
営
業
主
た
る
上
告
人
ら
を
も

っ
て
音
楽
著
作
物
の
利
用
主
体
と
捉
え
る
こ
と
は
、

い
さ
さ
か
不
自
然
で
あ
り
、
無
理
な
解
釈
で
は
な
い
か
と
考
え
る
。
多
数
意

見
は
、
客
の
み
が
歌
唱
す
る
場
合
で
も
、
前
記
の
よ
う
な
店
の
従
業
員
に
よ
る
歌
唱
の
勧
誘
、
上
告
人
ら
の
備
え
置
い
た
カ
ラ
オ

ケ
テ

i
プ
の
範
囲
内
で
の
選
曲
、
上
告
人
ら
の
設
置
し
た
カ
ラ
オ
ケ
装
置
の
従
業
員
に
よ
る
操
作
を
通
じ
て
、
上
告
人
ら
の
管
理

の
も
と
に
歌
唱
し
て
い
る
も
の
と
解
さ
れ
、
他
方
、
上
告
人
ら
は
、
客
の
歌
唱
を
も
店
の
営
業
政
策
の
一
環
と
し
て
取
り
入
れ
る

な
ど
営
利
を
目
的
と
し
て
い
る
と
し
て
、
客
に
よ
る
歌
唱
も
著
作
権
法
上
の
規
律
の
観
点
か
ら
は
上
告
人
ら
に
よ
る
歌
唱
と
問
視



し
う
る
と
い
う
の
で
あ
る
が
、
店
の
従
業
員
に
よ
る
歌
唱
の
勧
誘
等
、
多
数
意
見
の
挙
げ
る
右
の
各
事
実
を
考
慮
し
て
も
、
客

は
、
上
告
人
ら
と
の
閣
の
雇
用
や
請
負
紘
一
寸
の
契
約
に
基
づ
き
、
あ
る
い
は
上
告
人
ら
に
対
す
る
何
ら
か
の
義
務
と
し
て
歌
唱
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
く
、
歌
唱
す
る
か
し
な
い
か
は
全
く
客
の
自
由
に
任
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
り
、
そ
の
自
由
意
思
に
よ
っ
て
音
楽

著
作
物
の
利
用
が
行
わ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
営
業
主
た
る
上
告
人
ら
が
主
体
的
に
音
楽
著
作
物
の
利
用
に
か
か
わ
っ
て
い

る
と
い
う
こ
と
は
で
き
ず
、

し
た
が
っ
て
、
客
に
よ
る
歌
唱
は
、
音
楽
著
作
物
の
利
用
に
つ
い
て
、
ホ
ス
テ
ス
等
従
業
員
に
よ
る

歌
唱
と
は
区
別
し
て
考
え
る
べ
き
で
あ
り
、

こ
れ
を
上
告
人
ら
に
よ
る
歌
唱
と
同
視
す
る
の
は
、
擬
制
的
に
す
ぎ
て
相
当
で
な
い

と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

守
山
令

ι
、

コA
1
K
M
U
，

カ
ラ
オ
ケ
演
奏
に
つ
い
て
は
、
右
の
よ
う
に
カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
歌
唱
の
面
で
捉
え
る
の
で
は
な
く
、

カ
ラ
オ
ケ
装

置
に
着
目
し
、
カ
ラ
オ
ケ
装
置
に
よ
る
カ
ラ
オ
ケ
テ
1
プ
の
再
生
自
体
を
演
奏
権
の
侵
害
と
捉
え
る
の
が
相
当
で
あ
る
と
考
え

る
。
著
作
権
法
（
昭
和
四
五
年
法
律
第
四
八
号
を
い
う
。
但
し
、
昭
和
六
一
年
法
律
第
六
四
号
に
よ
る
改
正
前
の
も
の
。
以
下
同

じ
。
）
附
則
一
四
条
は
、
適
法
に
録
音
さ
れ
た
音
楽
の
著
作
物
の
演
奏
の
再
生
に
つ
い
て
は
、
放
送
文
は
有
線
放
送
に
該
当
す
る

－
も
の
及
び
営
利
を
目
的
と
し
て
音
楽
の
著
作
物
を
使
用
す
る
事
業
で
政
令
で
定
め
る
も
の
に
お
い
て
行
わ
れ
る
も
の
を
除
き
、
当

分
の
問
、

「
立
日
ヲ
機
械
的
ニ
複
製
ス
ル
ノ
用
ニ
供
ス
ル
機
器
ニ
著
作
物
ノ
適
法
一
一
写
調
セ
ラ
レ
タ
ル
モ
ノ
ヲ
興
業
又
ハ
放
送
ノ
用

一一
供
ス
ル
コ
ト
」
は
「
偽
作
ト
看
倣
サ
ス
」
と
す
る
旧
著
作
権
法
（
明
治
三
二
年
法
律
第
三
九
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
三

O

条
一
項
第
八
号
の
規
定
は
、

な
お
そ
の
効
力
を
有
す
る
旨
規
定
し
、
こ
れ
を
受
け
て
著
作
権
法
施
行
令
（
昭
和
四
五
年
政
令
第
三

三
五
号
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
附
則
三
条
一
号
は
、
右
に
い
う
「
政
令
で
定
め
る
事
業
」
と
し
て
、
「喫
茶
店
そ
の
他
客
に
飲
食

を
さ
せ
る
営
業
で
、
客
に
音
楽
を
鑑
賞
さ
せ
る
こ
と
を
営
業
の
内
容
と
す
る
旨
を
広
告
し
、
又
は
客
に
音
楽
を
鑑
賞
さ
せ
る
た
め

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
し
た
ス
ナ
ッ
ク
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例

二
O
五

（
四
九
〉



二
O
六

（
豆
（
）
）

の
特
別
の
設
備
を
設
け
て
い
る
も
の
」
を
挙
げ
て
い
る
と
こ
ろ
、

多
数
意
見
は
、
カ
ラ
オ
ケ
装
置
の
設
置
は
「
客
に
音
楽
を
鑑
賞

さ
せ
る
た
め
の
特
別
の
設
備
を
設
け
て
い
る
も
の
」
に
は
該
当
し
な
い
と
す
る
も
の
と
解
さ
れ
る
が
、

カ
ラ
オ
ケ
装
置
は
、

カ
ラ

オ
ケ
テ
l
プ
を
再
生
す
る
こ
と
に
よ
り
客
が
こ
れ
を
伴
奏
と
し
て
公
衆
に
直
接
聞
か
せ
る
べ
く
歌
唱
す
る
た
め
の
特
別
の
設
備
で

あ
る
か
ら
、
か
か
る
予
定
の
も
と
に
ス
ナ
ッ
ク
等
に
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
す
る
こ
と
は
、
右
に
い
う
「
客
に
音
楽
を
鑑
賞
さ
せ

る
た
め
の
特
別
の
設
備
を
設
け
て
い
る
も
の
」
そ
の
も
の
に
当
た
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
と
し
て
も
、
こ
れ
に
準
ず
る
も
の

と
し
て
、
営
利
目
的
の
カ
ラ
オ
ケ
装
置
に
よ
る
カ
ラ
オ
ケ
テ
l
プ
の
再
生
に
つ
い
て
は
著
作
権
法
附
則
一
四
条
に
よ
る
旧
著
作
権

法
三

O
条
一
項
第
八
号
の
規
定
は
働
か
な
い
も
の
と
解
す
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
著
作
権
法
制
定
当
時
は
今
日
の
よ
う
な
カ
ラ
オ

ケ
装
置
の
普
及
は
予
想
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
た
め
、
著
作
権
法
施
行
令
附
則
一
二
条
は
、

カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
念
頭
に
置
い
た
規
定
の

仕
方
を
し
て
い
な
い
が
、
音
楽
の
提
供
が
直
接
収
益
に
結
び
つ
か
な
い
事
業
に
限
っ
て
旧
著
作
権
法
の
規
定
を
当
分
の
間
適
用
す

る
こ
と
と
し
た
著
作
権
法
附
則
一
四
条
な
い
し
著
作
権
法
施
行
令
附
則
三
条
の
立
法
趣
旨
に
照
ら
す
と
、
右
の
よ
う
に
解
す
る
こ

と
は
、
む
し
ろ
立
法
趣
旨
に
そ
っ
た
解
釈
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
。

（
裁
判
長
裁
判
官

坂
上
蕎
夫

裁
判
官

伊
藤
正
己

裁
判
官

安
岡
満
彦

裁
判
官

長
島

敦）

上
告
代
理
人
安
部
千
春
の
上
告
理
由

原
判
決
は
法
律
解
釈
適
用
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
が
判
決
に
影
響
を
及
ぼ
す
こ
と
明
ら
か
で
あ
る
か
ら
、
破
棄
さ
れ
る
べ

き
で
あ
る
。

一
、
原
判
決
は
、

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
歌
唱
に
つ
い
て
も
演
奏
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
判
断
し
て
い
る
。



原
判
決
は
何
故
演
奏
権
を
侵
害
す
る
の
か
、
そ
の
理
由
は
明
示
さ
れ
て
お
ら
ず
、
演
奏
の
主
体
性
が
店
側
に
あ
り
、
か
つ
営
利
を

目
的
と
し
て
い
る
こ
と
を
理
由
と
し
て
い
る
よ
う
だ
が
、
原
審
で
上
告
人
が
争
っ
た
の
は
演
奏
の
主
体
に
つ
い
て
で
は
な
い
。
原

判
決
は
争
点
を
み
ご
と
に
逸
ら
し
て
い
る
よ
う
な
気
が
す
る
。

本
件
は
マ
ス
コ
ミ
も
大
き
く
取
り
上
げ
た
事
件
で
あ
り
、
最
高
裁
判
所
が
上
告
人
の
主
張
に
対
し
て
正
し
い
判
断
を
さ
れ
る
こ
と

を
希
望
す
る
。

原
判
決
は
明
ら
か
に
法
律
解
釈
適
用
を
誤
っ
た
も
の
で
あ
る
。
そ
の
理
由
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

二
、
適
法
に
録
音
さ
れ
た
音
楽
の
著
作
物
の
演
奏
の
一
再
生
は
、

レ
コ

ー
ド
演
奏
が
主
た
る
営
業
の
内
容
あ
る
い
は
不
可
欠
の
要
素

と
な
る
営
利
事
業
以
外
は
自
由
に
利
用
で
き
る
（
著
作
権
法
附
則
一
四
条
、
同
法
施
行
令
附
則
一
二
条
〉
。

旧
著
作
権
法
に
は
全
く
こ
う
し
た
制
限
が
な
か
っ
た
の
で
、
経
過
措
置
と
し
て
附
則
一
四
条
は
立
法
さ
れ
た
も
の
で
あ
る
。

カ
ラ
オ
ケ
の
伴
奏
自
体
は
著
作
物
の
演
奏
の
再
生
で
あ
る
。
従
っ
て
、
本
件
の
よ
う
な
ス
ナ
ッ
ク
で
は
自
由
利
用
の
範
囲
内
で
あ

り
、
演
奏
権
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
ら
な
い
。
と
こ
ろ
が
、
被
上
告
人
は
、
客
や
ホ
ス
テ
ス
が
カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
っ
て
歌
う
歌

唱
は
演
奏
権
を
侵
害
す
る
と
主
張
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、

カ
ラ
オ
ケ
の
伴
奏
に
よ
る
歌
唱
の
中
心
は
カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
で
あ
る
。
客
や
ホ
ス
テ
ス
の
歌
唱
は
あ
く
ま
で
従
で

あ
る
。

新
法
は
著
作
権
法
附
則
一
四
条
に
よ
っ
て
主
た
る
営
業
の
内
容
、
あ
る
い
は
不
可
欠
の
要
素
と
な
る
営
利
事
業
で
は
著
作
権
の
侵

害
と
な
り
、
そ
の
他
は
自
由
利
用
と
し
て
新
法
と
旧
法
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
と
っ
て
い
る
こ
と
か
ら
考
え
れ
ば
、

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
が

自
由
利
用
で
き
る
な
ら
、
そ
の
伴
奏
で
歌
う
歌
唱
も
そ
の
自
由
利
用
の
範
閤
内
の
行
為
で
あ
る
と
考
え
る
べ
き
で
あ
る
。

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
し
た
ス
ナ
ッ
ク
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例

二
O
七

〈

五

一

）



ニO
八

（
五
ニ
〉

本
件
ス
ナ
ッ
ク
で
は
、

カ
ラ
オ
ケ
を
使
用
す
る
以
前
は
生
演
奏
に
合
わ
せ
て
客
や
ホ
ス
テ
ス
が
歌
唱
し
て
い
た
。
こ
の
と
き
に
被

上
告
人
は
生
演
奏
と
歌
唱
と
を
分
離
し
て
そ
れ
ぞ
れ
が
著
作
権
侵
害
に
な
る
と
主
張
し
て
い
た
わ
け
で
は
な
い
。
被
上
告
人
は
生

演
奏
が
著
作
権
侵
害
に
な
る
と
考
え
て
い
た
し
、
少
な
く
と
も
生
演
奏
と
歌
唱
を
一
体
と
し
て
著
作
権
侵
害
と
考
え
て
い
た
。

と
こ
ろ
が
、

カ
ラ
オ
ケ
の
場
合
に
は
伴
奏
が
自
由
利
用
で
き
る
か
ら
、
今
度
は
歌
唱
に
の
み
が
著
作
権
侵
害
に
な
る
と
主
張
し
て

い
る
。
も
ち
ろ
ん
著
作
権
の
立
法
論
と
し
て
こ
の
よ
う
な
カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
歌
唱
に
つ
い
て
著
作
権
侵
害
と
考
え
、
著
作
料

を
払
わ
せ
る
よ
う
に
す
る
こ
と
も
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
少
な
く
と
も
現
行
著
作
権
法
に
は
附
則
一
四
条
に
お
い
て
適
法
に
録
音
さ

れ
た
音
楽
の
著
作
物
の
演
奏
の
再
生
に
つ
い
て
旧
法
と
の
バ
ラ
ン
ス
を
は
か
つ
て
い
る
以
上
、
本
件
の
よ
う
な
再
生
の
テ
l
プ
の

伴
奏
に
よ
る
歌
唱
に
つ
い
て
ま
で
著
作
権
侵
害
と
す
べ
き
で
は
な
い
。

三
、
著
作
権
の
判
決
と
し
て
、

最
高
裁
昭
和
三
八
年
一
二
月
二
五
日
の
判
決
が
あ
る
（
最
高
裁
判
例
解
説
民
事
篇
昭
和
三
八
年
度

四
二
一
一
貝
〉
。

「
著
作
権
法
三

O
条
は
、

一
定
の
場
合
に
限
っ
て
著
作
物
を
公
益
の
た
め
広
く
利
用
す
る
こ
と
を
容
易
な
ら
し
め
る
目
的
で
、
同

条
一
項
各
号
の
方
法
に
よ
り
著
作
物
を
複
製
す
る
こ
と
は
偽
作
と
み
な
さ
な
い
も
の
と
し
た
法
規
で
あ
り
、
同
法
二
二
条
ノ
七
の

録
音
物
著
作
権
に
つ
い
て
も
、
右
三
O
条
一
一
安
八
号
に
よ
り
興
行
文
は
放
送
の
用
に
供
す
る
こ
と
は
偽
作
と
な
ら
な
い
も
の
と
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

そ
し
て
、
右
の
如
く
著
作
物
の
利
用
を
許
容
す
る
の
は
一
定
の
場
合
の
利
用
に
限
定
し
て
お
り
、
か
つ
同
条
二
項
に
お
い
て
、
そ

の
利
用
の
場
合
は
利
用
者
に
出
所
明
示
義
務
を
負
わ
せ
て
著
作
権
者
の
保
護
を
も
は
か
つ
て
い
る
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
同
条

は
、
所
論
一
項
八
号
の
規
定
を
含
め
て
、
著
作
権
の
性
質
に
鑑
み
、
著
作
物
を
広
く
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
前
記
の
よ



う
な
要
件
の
も
と
に
そ
の
要
請
に
応
じ
る
た
め
著
作
権
の
内
容
を
規
制
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
憲
法
二
九
条
二
項
に
そ
う
も
の
で

あ
り
、

こ
れ
に
違
反
す
る
も
の
で
な
い
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

右
の
よ
う
な
場
合
に
、
憲
法
の
同
条
項
に
よ
り
財
産
権
の
内
容
を
公
共
の
福
祉
に
適
合
す
る
よ
う
に
法
律
を
も
っ
て
定
め
る
と
き

は
、
同
条
三
項
の
正
当
補
償
を
な
す
べ
き
場
合
に
な
ら
な
い
よ

と
し
て
、
裁
判
官
全
員
一
致
の
意
見
で
、
論
旨
理
由
な
し
と
の
判
決
を
言
い
渡
し
た
。

カ
ラ
オ
ケ
が
普
及
し
た
の
は
カ
ラ
オ
ケ
テ
l
プ
の
販
売
に
よ
る
も
の
で
あ
り
、

カ
ラ
オ
ケ
テ
！
プ
に
は
す
で
に
著
作
権
使
用
料
を

・
支
払
っ
て
い
る
。
従
っ
て
、
著
作
権
の
保
護
は
充
分
に
行
わ
れ
て
い
る
。

音
楽
著
作
権
の
性
質
か
ら
考
え
る
と
、
著
作
物
を
広
く
利
用
さ
せ
る
こ
と
が
要
請
さ
れ
、
国
民
が
カ
ラ
オ
ケ
テ
l
プ
の
伴
奏
で
歌

う
歌
唱
に
ま
で
使
用
料
を
取
る
の
は
妥
当
で
は
な
い
。

原
判
決
は
、
演
奏
の
主
体
は
店
で
あ
り
、
店
か
ら
使
用
料
は
徴
収
す
る
の
が
よ
い
と
考
え
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
そ
の
使
用
料

は
飲
食
料
金
と
し
て
、
あ
る
い
は
直
接
客
か
ら
使
用
料
と
し
て
店
が
徴
収
す
る
こ
と
に
な
る
だ
ろ
う
か
ら
、
結
局
は
客
が
払
う
こ

と
に
な
る
の
で
あ
る
。
本
件
の
原
判
決
に
つ
い
て
、
朝
日
新
聞
等
の
マ
ス
コ
ミ
が
一
一
回
ト
ッ
プ
で
取
り
上
げ
た
の
も
正
に
そ
こ
に

理
由
、
が
あ
る
。
本
件
は
ス
ナ
ッ
ク
経
営
者
と
被
上
告
人
と
の
争
い
で
は
な
い
。
著
作
権
協
会
が
カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
合
わ
せ
て
歌
う

客
（
H
一
般
国
民
）

か
ら
著
作
権
使
用
料
を
取
ろ
う
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
問
題
が
あ
る
の
で
あ
り
、
こ
れ
は
現
行
著
作
権
法
に

違
反
し
て
い
る
。

四
、
原
判
決
は
、
著
作
権
法
二
二
条
の
演
奏
権
を
上
告
人
が
侵
害
し
た
と
判
示
し
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
著
作
権
法
二
一
一
条
は
、
次
の
よ
う
に
規
定
し
て
い
る
。

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
し
た
ス
ナ
ッ
ク
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例

二
O
九

ハ五一一
一）



二
一
O

（
五
回
〉

「
著
作
者
は
、
そ
の
著
作
物
を
公
衆
に
直
接
見
せ
、
又
は
聞
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
演
奏
す
る
権
利
を
専
有
す
る
。
」

カ
ラ
オ
ケ
に
よ
る
歌
唱
は
公
衆
に
直
接
聞
か
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
は
な
い
。

カ
ラ
オ
ケ
に
よ
る
歌
唱
は
、
何
よ
り
も

本
人
が
歌
い
た
い
と
い
う
願
望
に
よ
る
も
の
で
あ
る
。
営
業
主
は
、
客
の
こ
の
歌
い
た
い
と
い
う
願
望
を
満
足
さ
せ
る
た
め
に
カ

ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
の
著
作
物
を
公
衆
に
直
接
聞
か
せ
る
目
的
で
あ
れ
ば
、
ス
ナ
ッ
ク
に
は
有
線
放
送

を
ほ
と
ん
ど
設
置
し
て
あ
り
、

こ
れ
を
店
内
に
流
ぜ
ば
目
的
を
達
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

客
の
ヘ
タ
な
歌
で
も
聞
い
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
の
反
論
も
あ
ろ
う
が
、
カ
ラ
オ
ケ
の
場
合
に
は
聞
い
て
い
る
客
は
自
分
の
歌

う
順
番
が
く
る
の
を
待
つ
た
め
仕
方
無
し
に
聞
い
て
い
る
の
で
あ
り
、
聞
く
だ
け
な
ら
客
は
カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
歌
唱
よ
り
も

有
線
放
送
に
よ
る
歌
手
の
歌
唱
を
好
む
も
の
で
あ
る
。

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
歌
唱
を
著
作
権
法
二
二
条
に
よ
る
演
奏
な
ど
と
判
断
す
る
の
は
、
あ
ま
り
に
無
理
な
解
釈
で
あ
る
。

。
参

照

第
一
審
判
決
の
主
文
、
事
実
及
び
理
由

主

文

被
告
ら
は
、
北
九
州
市
小
倉
北
区
鍛
冶
町
一
丁
目
六
番
八
号
南
国
ピ
ル
地
階
「
ミ
ユ
ク
ラ
ブ

・
水
品
」
お
よ
び
同
市
小
倉
北
区
堺
町
一
丁
目

六
三
番
一
号
ニ
ュ

l
南
国
ピ
ル
二
階
「
グ
ラ
ブ

・
キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
」
に
お
い
て
、
別
添
楽
曲
リ
ス
ト
、
同

E
お
よ
び
同
盟
各
記
載
の
音
楽
著
作
物

を
営
業
の
た
め
に
演
奏
し
て
は
な
ら
な
い
。

被
告
ら
は
、
連
帯
し
て
、
原
告
に
対
し
、
金
一
、
三
四
一
万

一、

五
O
O円
お
よ
び
内
金
一

、
一
二
九
万
九
、
五
O
O円
に
対
す
る
昭
和
五



五
年
七
月
二
五
日
か
ら
、
内
金
一
一
一
一
万
二
、

0
0
0円
に
対
す
る
昭
和
五
七
年
五
月
一
日
か
ら
、
各
完
済
に
至
る
ま
で
年
五
分
の
割
合
に
よ
る

金
員
を
支
払
え
。

一一一
訴
訟
費
用
は
被
告
ら
の
負
担
と
す
る
。

四

こ
の
判
決
は
仮
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

事

実

（
請
求
の
趣
旨
）

主
文
と
同
旨
。

（
請
求
の
原
因
）

一、
（
原
告
の
著
作
権
仲
介
業
務
〉

原
告
は
「
著
作
権
一
一
関
ス
ル
仲
介
業
務
ニ
関
ス
ル
法
律
」

（
昭
和
一
四
年
法
律
第
六
七
号
）
に
基
く
許
可
を
受
け
た
我
国
唯
一
の
音
楽
著
作
権
仲

介
団
体
で
あ
り
、
内
外
国
の
音
楽
著
作
物
に
つ
き
各
著
作
権
者
よ
り
著
作
権
な
い
し
そ
の
支
分
権
（
演
奏
権
、
録
音
権
等
）
の
移
転
を
受
け
て
こ

れ
を
管
理
し
、
国
内
に
お
け
る
放
送
事
業
者
を
は
じ
め
レ
コ
ー
ド
、
映
画
、
出
版
、
興
行
、
社
交
場
、
有
線
放
送
等
各
種
の
分
野
に
お
け
る
音
楽

著
作
物
使
用
者
に
対
し
て
使
用
許
諾
を
与
え
、
音
楽
著
作
物
の
適
法
な
利
用
を
円
滑
簡
易
な
ら
し
め
る
と
共
に
、
右
許
諾
の
対
価
と
し
て
著
作
物

使
用
料
規
程
に
定
め
る
使
用
料
を
こ
れ
ら
の
使
用
者
か
ら
徴
収
し
、
こ
れ
を
内
外
の
著
作
権
者
に
分
配
す
る
こ
と
を
主
た
る
業
と
な
し
て
い
る
。

そ
し
て
原
告
は
、
現
に
別
添
楽
曲
リ
ス
ト
、
同
E
お
よ
び
同
E
各
記
載
の
音
楽
著
作
物
（
以
下
、
こ
れ
ら
を
総
括
し
て
「
管
理
著
作
物
」
と
い

う。）

に
つ
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
著
作
権
者
よ
り
著
作
権
の
信
託
的
譲
渡
を
受
け
て
こ
れ
を
管
理
し
て
い
る
。

一一、
（
被
告
ら
の
著
作
権
侵
害
行
為
）

1. 

他
人
の
音
楽
著
作
物
（
作
詞
・
作
曲
）
を
公
に
演
奏
し
て
使
用
す
る
者
は
、
法
律
に
別
段
の
除
外
規
定
の
な
い
限
り
、
そ
の
著
作
物
の
使
用

に
つ
い
て
、
著
作
権
者
の
許
諾
を
受
け
対
価
を
支
払
う
法
律
上
の
義
務
を
有
す
る
（
著
作
権
法
二
二
条
、
六
三
条
参
照
〉
。
こ
れ
は
入
場
料
を
と

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
し
た
九
ナ
ツ
ク
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例

（
五
五
〉



一一一
・ーー・

一
（
五
六
〉

っ
て
演
奏
す
る
場
合
に
限
ら
ず
、

カ
フ
エ
ー
、

ナ
イ
ト
ク
ラ
ブ
、
ス
ナ
ッ
ク
等
社
交
場
の
経
営
者
が
音
楽
の
演
奏
に
よ
り
直
接
あ
る
い
は
間
接
に

営
利
を
目
的
と
す
る
場
合
に
も
す
べ
て
こ
れ
に
著
作
権
が
及
び
、
著
作
物
使
用
者
が
許
諾
を
得
な
い
で
著
作
物
を
演
奏
す
れ
ば
、
著
作
権
侵
害
の

責
を
免
れ
な
い
。

2. 

被
告
ら
は
、
共
同
経
営
の
も
と
に
、
左
の
と
お
り
各
店
舗
を
経
営
し
、
同
店
内
に
お
い
て
管
理
著
作
物
に
含
ま
れ
る
音
楽
を
演
奏
し
、
も
つ

て
原
告
の
音
楽
著
作
権
の
内
容
で
あ
る
演
奏
権
を
侵
害
し
た
。
即
ち
、

咽

i

被
告
ら
は
、
昭
和
五

O
年
七
月
二

O
日
北
九
州
市
小
倉
北
区
鍛
冶
町
一
丁
目
六
番
八
号
南
国
ピ
ル
地
階
に
お
い
て
、
ス
ナ
ッ
ク
「
ニ
ュ
ー
ェ

メ
ラ
ル
ド
」
を
開
業
し
、
そ
の
後
昭
和
五
一
年
一
二
月
二

O
日
店
名
を
「
ス
ナ
ッ
ク

・
水
品
」
と
変
更
し
た
が
、
更
に
昭
和
五
四
年
二
月
一
九
日

同
店
の
営
業
を
カ
フ
ェ
に
変
更
し
店
名
も
で
、
ニ
ク
ラ
ブ

・
水
品
」
と
改
め
、
今
日
に
至
る
ま
で
こ
れ
を
経
営
し
て
い
る
。
そ
し
て
被
告
ら
は
、

前
記
昭
和
五

O
年
七
月
開
業
以
来
引
続
き
今
日
に
至
る
ま
で
の
問
、
毎
日
右
店
内
で
そ
の
営
業
時
間
中
、
原
告
の
許
諾
を
受
け
な
い
で
管
理
著
作

物
に
含
ま
れ
る
音
楽
を
演
奏
し
、
こ
れ
を
来
集
し
た
不
特
定
多
数
の
客
に
聞
か
せ
、
原
告
の
音
楽
著
作
権
の
内
容
で
あ
る
演
奏
権
を
侵
害
し
た
o

n
4
 

被
告
ら
は
、
昭
和
五
一
年
一

O
月
二
五
日
岡
市
小
倉
北
区
堺
町

一
丁
目
六
三
番
一
号
ニ
ュ

l
南
国
ピ
ル
三
階
に
お
い
て
カ
フ
ェ
「
グ
ラ
ブ
・

キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
」
を
開
業
し
、
爾
来
引
続
き
今
日
に
至
る
ま
で
の
問
、
毎
日
右
店
内
で
そ
の
営
業
時
間
中
、
原
告
の
許
諾
を
受
け
な
い
で
管
理
著

作
物
に
含
ま
れ
る
音
楽
を
演
奏
し
、
こ
れ
を
来
集
し
た
不
特
定
多
数
の
客
に
聞
か
せ
、
原
告
の
音
楽
著
作
権
の
内
容
で
あ
る
演
奏
権
を
侵
害
し

た。句。業
し
、
爾
来
引
続
き
昭
和
五
四
年
四
月
三

O
日
廃
業
す
る
ま
で
こ
れ
を
経
営
し
て
い
た
が
、
そ
の
問
、
毎
日
右
店
内
で
そ
の
営
業
時
間
中
、
原
告

更
に
被
告
ら
は
、
昭
和
五
三
年
三
月
二
回
目
前
同
所
同
番
地
－
一
ユ

l
南
国
ビ
ル
一
階
に
お
い
て
カ
フ
ェ
「
グ
ラ
ブ

・
タ
イ
ガ
1
ア
イ
」
を
開

の
許
諾
を
受
け
な
い
で
管
理
著
作
物
に
含
ま
れ
る
音
楽
を
演
奏
し
、
こ
れ
を
来
集
し
た
不
特
定
多
数
の
客
に
聞
か
せ
、
原
告
の
音
楽
著
作
権
の
内

容
で
あ
る
演
奏
権
を
侵
害
し
た
。

3. 

被
告
ら
は
、
右
の
各
店
舗
に
お
い
て
、
そ
れ
ぞ
れ
開
店
以
来
、
管
理
著
作
物
を
使
用
し
て
楽
団
演
奏
お
よ
び
ピ
ア
ノ
文
は
エ
レ
ク
ト
1
ン
あ



る
い
は
ギ
タ
ー
に
よ
る
生
演
奏
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
そ
れ
は
今
日
ま
で
反
復
継
続
し
て
な
さ
れ
て
い
る
。
被
告
ら
の
右
各
店
舗
に
お
け
る
生
演

奏
は
、
毎
日
の
午
後
六
時
半
頃
か
ら
深
夜
に
及
ぶ
営
業
時
間
の
う
ち
、
客
入
り
の
多
い
一
定
の
時
間
帯
に
、
来
客
の
好
み
に
合
う
そ
の
時
々
の
流

行
の
音
楽
あ
る
い
は
い
わ
ゆ
る
ナ
ツ
メ
ロ
曲
を
生
演
奏
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
店
の
雰
囲
気
さ
つ
く
り
を
し
て
盛
り
あ
げ
、
客
を
楽
し
ま
せ
る
こ
と

を
目
的
と
し
て
お
こ
な
わ
れ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
右
は
、
こ
の
種
の
ク
ラ
ブ
、
ス
ナ
ッ
ク
の
店
舗
一
般
に
共
通
す
る
「
通
常
の
営
業
手
段
」
で

あ
っ
て
、
こ
れ
ま
で
被
告
ら
が
右
各
店
舗
の
経
営
を
維
持
し
継
続
す
る
上
に
、
必
要
且
つ
不
可
欠
な
手
段
と
な
っ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

被
告
ら
は
、
従
来
、
原
告
九
州
支
部
か
ら
再
三
に
わ
た
り
、
右
各
店
舗
に
お
け
る
管
理
著
作
物
の
演
奏
に
つ
い
て
使
用
許
諾
手
続
の
督
促
を
受
け

な
が
ら
、
こ
れ
を
無
視
し
て
右
使
用
許
諾
契
約
を
締
結
せ
ず
、
終
始
無
許
諾
で
演
奏
を
続
け
て
い
た
。
し
か
も
そ
の
問
、
原
告
の
担
当
者
が
被
告

方
に
出
向
い
て
何
回
も
面
談
し
、
被
告
ら
も
前
記
店
舗
に
お
け
る
音
楽
の
使
用
状
況
、
演
奏
者
に
つ
い
て
の
説
明
を
し
て
お
り
、
従
来
の
継
続
的

演
奏
の
事
実
は
今
更
否
定
し
え
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

ーー－・一一、

（
差
止
請
求
）

被
告
ら
は
、
前
記
「
ミ
ニ
グ
ラ
ブ

・
水
品
」
お
よ
び
「
グ
ラ
プ

・
キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
」
の
各
店
舗
に
お
い
て
、
現
在
も
依
然
と
し
て
管
理
著
作
物
の

演
奏
を
継
続
し
て
い
る
。

し
か
し
て
、
被
告
ら
の
右
営
業
の
性
格
上
、
音
楽
演
奏
は
不
可
欠
な
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
ま
で
に
演
奏
さ
れ
た
曲
目
の

殆
ん
ど
す
べ
て
が
管
理
著
作
物
に
属
す
る
事
実
お
よ
び
従
来
の
経
過
に
徴
す
れ
ば
、
将
来
更
に
著
作
権
侵
害
行
為
を
継
続
す
る
お
そ
れ
が
あ
る
こ

と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
原
告
は
著
作
権
法
第
一
一
二
条
に
基
き
、
被
告
ら
に
対
し
、
著
作
権
侵
害
の
停
止
な
ら
び
に
予
防
請
求
と
し
て

管
理
著
作
物
の
演
奏
の
禁
止
を
求
め
る
。

四

（
被
告
ら
の
不
法
行
為
）

被
告
ら
の
前
記
二
記
載
の
各
店
舗
の
営
業
に
お
い
て
は
、

い
ず
れ
も
客
に
対
し
飲
食
を
提
供
す
る
ば
か
り
で
な
く
、
店
内
の
設
備
に
よ
っ
て
客
に

音
楽
の
演
奏
を
聞
か
せ
て
い
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
際
使
用
す
る
音
楽
は
、
ク
ヨ
フ
、

カ
フ
エ

ー
等
社
交
場
特
有
の
雰
囲
気
、
来
客
の
好
み
、
そ

の
時
々
の
世
間
の
流
行
に
よ
っ
て
選
ば
れ
る
歌
謡
曲
、
ジ
ャ
ズ
、
シ
ャ
ン
ソ
ン
な
ど
の
軽
音
楽
で
か
っ
そ
の
殆
ん
ど
が
管
理
著
作
物
ば
か
り
で
あ

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
し
た
ス
ナ
ッ
ク
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例

一一一一一一
〈
五
七
）
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り
、
前
記
各
店
舗
に
お
け
る
一
日
平
均
の
使
用
管
理
曲
数
は
、

「
ニュ

i
エ
メ
ラ
ル
ド
」
、
「
ス
ナ
ツ
グ
・
水
晶
」
お
よ
び
「
ミ
ニ
グ
ラ
ブ

・
水
晶
」

が
そ
れ
ぞ
れ
延
四
五
曲
以
よ
、
「
ク
ラ
ブ

・
キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
L

が
延
六

O
曲
以
上
、
「
ク
ラ
ブ

・
タ
イ
ガ
l
ア
イ
」
が
延
四
五
曲
以
上
に
及
ん
で
い

る
。
し
か
し
て
、
被
告
ら
は
営
利
を
目
的
と
し
、
こ
れ
ら
の
軽
音
楽
を
営
業
時
間
中
絶
え
間
な
く
演
奏
し
て
店
内
に
顧
客
を
誘
引
す
る
に
ふ
さ
わ

し
い
快
適
な
雰
囲
気
を
醸
成
し
、
そ
の
営
業
を
維
持
し
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
音
楽
著
作
物
の
利
用
は
営
業
の
不
可
欠
的
要
素
で
あ
る
。
そ
れ

故
右
事
業
の
経
営
者
た
る
被
告
ら
と
し
て
は
、
音
楽
著
作
物
の
利
用
に
際
し
他
人
の
著
作
権
を
侵
害
す
る
こ
と
が
な
い
よ
う
相
当
の
調
査
を
な
す

ベ
き
義
務
が
あ
り
、
管
理
著
作
物
を
使
用
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
原
告
の
使
用
許
諾
を
受
け
且
つ
原
告
が
著
作
物
使
用
料
規
程
に
よ
っ
て
決
定
し

た
相
当
の
使
用
料
を
支
払
う
義
務
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
そ
の
開
業
以
来
今
日
に
至
る
ま
で
何
ら
の
相
当
な
措
置
を
と
る
こ
と
な
く
無
断
で

管
理
著
作
物
を
演
奏
使
用
し
て
い
た
も
の
で
あ
る
。

し
た
が
っ
て
、
被
告
ら
は
故
意
又
は
過
失
に
よ
り
、
前
記
各
店
舗
に
お
い
て
営
業
し
た
全
期

聞
を
通
じ
、
継
続
し
て
原
告
の
著
作
権
の
内
容
で
あ
る
演
奏
権
を
侵
害
し
た
も
の
で
あ
る
。

五、

（
損
害
賠
償
請
求
）

原
告
は
、
被
告
ら
の
右
著
作
権
侵
害
行
為
に
よ
り
、
管
理
著
作
物
の
使
用
許
諾
の
対
価
と
し
て
徴
収
し
得
る
使
用
料
に
相
当
す
る
得
ベ
か
り
し
利

益
を
喪
失
し
、
こ
れ
と
同
額
の
損
害
を
蒙
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
損
害
額
の
算
定
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

1. 

原
告
は
、

「
著
作
権
ニ
関
ス
ル
仲
介
業
務
一
一関
ス
ル
法
律
」
第
三
条
第
一
項
に
基
づ
き
、
昭
和
一
五
年
二
月
二
九
日
主
務
大
匡
の
認
可
を
受

け
て
「
著
作
物
使
用
料
規
程
」
を
定
め
、
そ
の
内
容
は
そ
の
後
数
次
の
変
更
を
経
た
が
、
同
規
程
の
う
ち
演
奏
の
使
用
料
の
規
定
に
関
し
て
は
、

昭
和
三
五
年
五
月
三

一
日
の
認
可
に
よ
り
料
率
が
変
更
さ
れ
、
更
に
演
奏
の
肉
、

キ
ャ
バ
レ
ー、

カ
フ
エ
ー
、

ナ
イ
ト
グ
ラ
ブ
、
ダ
ン
ス
ホ
l

ル
、
喫
茶
店
、

ホ
テ
ル
等
の
社
交
場
に
お
け
る
演
奏
に
つ
い
て
は
減
額
し
た
料
率
の
規
定
が
新
設
さ
れ
、
こ
れ
ら
の
規
定
の
内
容
は
そ
の
後
料
率

自
体
に
は
変
更
が
な
く
、
昭
和
四
六
年
四
月
一
日
の
認
可
に
よ
る
表
現
整
理
の
た
め
の
変
更
を
経
て
現
行
の
規
程
に
踏
襲
さ
れ
て
い
る
。
現
行
使

用
料
規
程
に
よ
る
と
、
管
理
著
作
物
の
演
奏
の
内
、
軽
音
楽
一
曲
一
回
の
つ
演
奏
会
形
式
に
よ
る
演
奏
」
の
使
用
料
は
、
定
員
、
平
均
入
場
料
、

使
用
時
間
に
よ
っ
て
類
別
区
分
さ
れ
た
料
金
表
に
よ
り
別
表
付
の
と
お
り
定
め
ら
れ
て
お
り
、
こ
れ
を
カ
フ
エ
ー
、
グ
ラ
ブ
、
ス
ナ
ッ
ク
等
の
社



交
場
に
お
い
て
使
用
す
る
場
合
は
、
右
演
奏
会
形
式
に
よ
る
演
奏
の
使
用
料
の
一

O
O分
の
五

O
す
な
わ
ち
五
割
の
範
囲
内
で
使
用
状
況
等
を
参

酌
し
て
具
体
的
な
使
用
料
を
決
定
す
る
こ
と
と
さ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
原
告
に
お
い
て
は
、
使
用
状
況
等
の
参
酌
の
方
法
と
し
て
、
①
定
員
五

O

。
名
未
満
の
も
の
を
更
に
一

O
O名
単
位
で
段
階
的
に
区
分
し
、
各
社
交
場
の
客
席
数
に
応
じ
て
逓
減
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
ほ
か
、
②
平
均
入

場
料
に
つ
い
て
は
、
入
場
料
金
を
明
示
し
な
い
グ
ラ
ブ
、

ス
ナ
ッ
ク
等
の
場
合
は
、
当
該
社
突
場
の
営
業
料
金
中
の
一
セ
ッ
ト
料
金
（
飲
食
税
、

サ
ー
ビ
ス
料
を
含
む
）
又
は
同
相
当
額
に
三

O
%を
乗
じ
た
金
額
（
テ
ー
ブ
ル
チ
ャ
ー
ジ
、
席
料
が
あ
る
場
合
は
更
に
そ
の
料
金
を
加
算
し
た

額
）
を
入
場
料
と
し
、
③
使
用
時
間
に
つ
い
て
は
、

一
曲
一

回
の
演
奏
が
五
分
以
上
一

O
分
未
満
の
場
合
で
も
原
則
と
し
て
五
分
未
満
と
し
て
取

扱
う
こ
と
と
し
て
い
る
。

2. 

一・方
、
被
告
ら
の
前
記
各
店
舗
の
使
用
料
算
定
上
の
参
酌
基
準
と
な
る
管
理
著
作
物
の
使
用
状
況
等
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

①
「
ニ
ュ

l
エ
メ
ラ
ル
ド
」
お
よ
び
「
ス
ナ
ッ
ク

・
水
晶
」
は
、
い
ず
れ
も
定
員
五

O
O名
未
満
、
平
均
入
場
料
五

O
O円
以
上
一

0
0
0円
未

満
、
客
席
数
は
一

O
⑦
名
未
満
、
管
理
著
作
物
の
一
日
平
均
の
使
用
曲
数
は
四
五
曲
、

一
か
月
平
均
の
営
業
日
数
は
二
五
日
で
あ
る
。
②
「
之
、

グ
ラ
ブ

・
水
日
開
」
は
定
員
五

O
O名
未
満
、
平
均
入
場
料
二
五

O
O円
以
上
三

0
0
0円
未
満
、
客
席
数
は
一

O
O名
未
満
、
管
理
著
作
物
の
一

日
平
均
の
使
用
曲
数
は
四
五
曲
、

一
か
月
平
均
の
営
業
日
数
は
二
五
日
で
あ
る
。
③
「
ク
ラ
ブ

・
キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
」
は
定
員
五

O
O名
未
満
、
平

均
入
場
料
二
五

O
O円
以
上
三

0
0
0円
未
満
、
客
席
数
は
一

O
O名
未
満
、
管
理
著
作
物
の
一
日
平
均
の
使
用
曲
数
は
開
業
日
の
昭
和
五

一
年

一
O
月
二
五
日
か
ら
同
五
二
年
四
月
三

O
日
ま
で
に
つ
い
て
は
三
二
曲
、
同
五
二
年
五
月
以
後
に
つ
い
て
は
六

O
曲
、

は
二
五
日
で
あ
る
。
④
「
グ
ラ
ブ

・
タ
イ
ガ
l
ア
イ
」
は
定
員
五

O
O名
未
満
、
平
均
入
場
料
一
ニ

0
0
0円
以
上
三
五

O
O円
未
満
、
客
席
数
は

一
か
月
平
均
の
営
業
日
数

一
O
O名
未
満
、
管
理
著
作
物
の
一
日
平
均
の
使
用
曲
数
は
四
五
曲
、

一
か
月
の
営
業
日
数
は
二
五
日
で
あ
る
。

3. 

そ
こ
で
、
前
記
使
用
料
規
程
を
彼
告
ら
の
各
店
舗
の
そ
れ
ぞ
れ
の
条
件
下
に
お
け
る
管
理
著
作
物
の
使
用
の
場
合
に
適
用
し
て
そ
の
使
用
料

を
算
出
す
る
と
、

別
表

ω、
同
（
但
し
、
同
表
1
の
部
分
〉
、
同
（
但
し
、
同
表
L
Z
の
部
分
）
お
よ
び
紛
の
各
計
算
表
に
記
載
す
る
と
お
り
で

あ
り
、
す
な
わ
ち
、
①
「
ニ
ュ

i
エ
メ
ラ
ル
ド
」

お
よ
び
「
ス
ナ
ッ
ク

・
水
晶
」
に
つ
い
て
は
、
い
ず
れ
も
一
曲
当
り
の
使
用
料
五

O
円、

日

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
し
た
λ

ナ
ツ
ク
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例
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二
一
六

ハ
六
（
）
）

四
五
曲
分
の
使
用
料
二
、
二
五

O
円、

一
か
月
（
平
均
二
五
日
）

の
使
用
料
は
五
六
、
二
五

O
円
。
②
「
ミ
ニ
ク
ラ
ブ

・
水
品
」
に
つ
い
て
は
、

一
曲
当
り
九
O
円、

－
日
四
五
曲
分
の
使
用
料
は
四
、

O
五
O
円
、

一
か
月
（
平
均
二
五
日
）

の
使
用
料
は
一

O
一、

二
五

O
円。

③
「
ク
ラ

ブ
・
キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
」
に
つ
い
て
は
、

一
曲
当
り
九
O
円
、
昭
和
五
一
年
一

O
月
二
五
日
か
ら
六
か
月
間
に
つ
い
て
一
日
三
二
曲
分
の
使
用
料
は

二
、
八
八

O
円
、

一
か
月
（
平
均
二
五
日
〉

の
使
用
料
は
七
二
、

0
0
0円
、
昭
和
五
二
年
五
月
一
日
以
後
に
つ
い
て
一
日
六

O
曲
分
の
使
用
料

は
五
、
四

O
O円、

一
か
月
（
平
均
二
五
日
）

の
使
用
料
は
二
二
五
、

0
0
0円
。
④
「
ク
ラ
ブ

・
タ
イ
ガ
i
ア
イ
」
に
つ
い
て
は
、

一
曲
当
り

一O
O円
、

一
日
四
五
曲
分
の
使
用
料
は
四
、

五
O
O円
、

一
か
月
（
平
均
二
五
日
）

の
使
用
料
は
一
一
二
、

五
O
O円
と
な
る
。

4. 

し
た
が
っ
て
、
被
告
ら
の
前
記
著
作
権
侵
害
に
基
づ
く
損
害
額
は
、
右
の
著
作
物
使
用
料
額
を
基
準
と
し
、
右
各
店
舗
の
一
か
月
当
り
の
使

用
料
額
に
営
業
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て
算
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
①
「
ニ
ュ

l
エ
メ
ラ
ル
ド
」
に
つ
い
て
は
、
同
店
の
前
示

－
か
月
の
使
用
料
五
六
、
二
五

O
円
に
前
記
昭
和
五

O
年
七
月
二

O
日
の
開
業
日
か
ら
同
五
一
年
一
二
月
一
九
日
ま
で
の
営
業
期
間
の
月
数
一
七

か
月
を
乗
じ
た
金
九
五
万
六
、
二
五

O
円
で
あ
り
、
②
「
ス
ナ
ッ
ク

・
水
品
」
に
つ
い
て
は
、
同
店
の
前
示
一
か
月
の
使
用
料
五
六
、
二
五

O
円

に
前
記
昭
和
五
一
年
一
二
月
二

O
日
か
ら
同
五
四
年
二
月
一
八
日
ま
で
の
営
業
期
間
の
月
数
二
六
か
月
を
乗
じ
た
金
一
四
六
万
二
、
五
O
O円
で

あ
り
、
③
「
ミ
ニ
ク
－フ
ブ

・
水
品
」
に
つ
い
て
は
、
同
店
の
前
示

一
か
月
の
使
用
料
一

O
一
、
二
五

O
円
に
昭
和
主
四
年
二
月
一
九
日
か
ら
同
五

五
年
七
月
ま
で
の
営
業
期
間
の
月
数
一
七
か
月
を
乗
じ
た
金
一
七
二
万
一

、
二
五

O
円
で
あ
る
。
④
「
グ
ラ
ブ

・
キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
」
に
つ
い
て

は
、
同
店
の
前
示
一
か
月
の
使
用
料
七
二
、

0
0
0円
に
前
記
昭
和
五
一
年
一

O
月
二
五
日
か
ら
同
五
二
年
四
月
一
ニ

O
日
ま
で
の
営
業
期
間
の
月

数
六
か
月
を
乗
じ
た
金
四
三
万
二
、

0
0
0円、

お
よ
び
同
店
の
前
示

一
か
月
の
使
用
料
二
一
一五、

0
0
0門
に
前
記
昭
和
五
二
年
五
月
一
日
か

ら
同
五
五
年
七
月
ま
で
の
営
業
期
間
の
月
数
三
九
か
月
を
乗
じ
た
金
五
二
六
万
五
、

0
0
0円
で
あ
り
、
⑤
「
ク
ラ
ブ

・
タ
イ
ガ
l
ア
イ
」
に
つ

い
て
は
、
同
店
の
前
示
一
か
月
の
使
用
料
一
一
二
、

五
O
O円
に
前
記
昭
和
五
三
年
三
月
二
四
日
開
業
以
来
昭
和
五
四
年
四
月
三

O
日
廃
業
す
る

ま
で
の
営
業
期
間
の
月
数
ご
ニ
か
月
を
乗
じ
た
金
一
四
六
万
二
、

五
O
O円
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
使
用
料
相
当
額
の
損
害
金
は
右
①
②
③
④
⑤
を

合
計
し
た
金
一

、

一
二
九
万
九
、
五
O
O円
と
な
る
の
で
あ
り
、
被
告
ら
は
連
帯
し
て
原
告
に
対
し
右
損
害
金
を
賠
償
す
る
義
務
が
あ
る
。



5. 

被
告
ら
は
、
本
訴
提
起
後
も
引
続
き
今
日
に
至
る
ま
で
前
記
「
ミ
ニ
ク
ラ
ブ

・
水
自
問
」
お
よ
び
「
ク
ラ
ブ
・
キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
」
を
経
営
し
て

お
り
、
そ
の
営
業
に
お
い
て
、
従
前
と
同
様
管
理
著
作
物
を
無
断
使
用
し
、
原
告
の
音
楽
著
作
権
を
継
続
的
に
侵
害
し
た
の
で
、
原
告
は
右
侵
害

行
為
に
よ
り
使
用
料
相
当
額
の
損
害
を
受
け
た
。

そ
の
損
害
額
の
算
定
は
以
下
の
と
お
り
で
あ
る
。

(1.) 

被
告
ら
の
右
各
店
舗
の
使
用
料
算
定
上
の
参
酌
基
準
と
な
る
管
理
著
作
物
の
使
用
状
況
等
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
①
「
ミ
ニ

グ
ラ
ブ

・
水
品
」
は
昭
和
五
五
年
八
月
一
日
以
降
は
定
員
五

O
O名
未
満
、
平
均
入
場
料
二
五

O
O円
以
上
三

0
0
0円
未
満
、
客
席
数
は
一

O

O
名
未
満
、
管
理
著
作
物
の
一
日
平
均
の
使
用
曲
数
は
二
四
曲
、

一
か
月
平
均
の
営
業
日
数
は
二
五
日
で
あ
る
。
②
「
ク
ラ
ブ
・
キ
ヤ
ツ
ツ
ア

イ
」
は
昭
和
五
五
年
八
月
一
日
か
ら
同
五
六
年
五
月
一
一
二
日
ま
で
は
従
前
と
同
様
で
あ
り
、
昭
和
五
六
年
六
月
一
日
か
ら
同
五
七
年
三
月
三
一
日

ま
で
は
定
員
五

O
O名
未
満
、
平
均
入
場
料
三

0
0
0円
以
上
三
五

O
O円
未
満
、
客
席
数
は
一

O
O名
未
満
、
管
理
著
作
物
の
一
日
平
均
の
使

用
曲
数
は
二
四
曲
、

ω
こ
れ
を
基
礎
と
し
て
そ
の
使
用
料
を
算
出
す
る
と
、
別
表
同
ユ
お
よ
び
別
表
例

z
aの
各
計
算
表
に
記
載
す
る
と
お
り
で
あ
り
、
す
な
わ

ち
、
①
「
ミ
ニ
ク
ラ
ブ
・
水
品
」
に
つ
い
て
は
一
曲
当
り
九

O
円、

一
か
月
平
均
の
営
業
日
数
は
二
五
日
で
あ
る
。

一
日
二
四
曲
分
の
使
用
料
は
二
、

一
六
O
円、

一
か
月
（
平
均
二
五
日
）

の

使
用
料
は
五
四
、

0
0
0円
。
②
「
ク
ラ
ブ
・
キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
」
に
つ
い
て
は
、
昭
和
五
六
年
五
月
一三
日
ま
で
は
従
前
同
様
一
曲
当
り
九

O

円
、

一
日
六

O
曲
分
の
使
用
料
は
五
、
四

O
O円
、

一
か
月
の
使
用
料
は
ご
二
五
、

O
O
G円
お
よ
び
同
五
六
年
六
月
一
日
か
ら
同
五
七
年
三
月

三
一
日
ま
で
は
一
曲
当
り
一

O
O円、

ω
し
た
が
っ
て
、
被
告
ら
の
右
著
作
権
侵
害
に
も
と
づ
く
損
害
額
は
、
右
各
店
舗
の
一
か
月
当
り
の
使
用
料
額
に
営
業
期
間
の
月
数
を
乗
じ
て

算
定
す
べ
き
も
の
で
あ
る
。
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
①
「
ミ
ニ
ク
ラ
ブ

・
水
晶
」
に
つ
い
て
は
、
同
店
の
前
示
一
か
月
の
使
用
料
五
四
、

0
0
0円
に

一
日
二
四
曲
分
の
使
用
料
は
二
四

O
O円、

一
か
月
の
使
用
料
は
六

O
、

0
0
0円
と
な
る
。

昭
和
五
五
年
八
月

一
日
か
ら
同
年
一

O
月
一
一
二
日
ま
で
の
営
業
期
間
の
月
数
三
か
月
を
乗
じ
た
金
一
六
万
二
、

0
0
0円
で
あ
り
、
②

「
ク
ラ

ブ
・
キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
」
に
つ
い
て
は
、
同
店
の
前
示
一
か
月
の
使
用
料
ご
ニ
五
、

0
0
0円
に
昭
和
五
五
年
八
月
一
日
か
ら
向
五
六
年
五
月
三

一

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
し
た
ス
ナ
ツ
グ
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例

二
一
七

（六一一）



二
一
八

（
穴
ニ
〉

日
ま
で
の
営
業
期
間
の
月
数
一

0
か
月
を
乗
じ
た
金
二
二
五
万
円
お
よ
び
同
店
の
前
一
不
一
か
月
の
使
用
料
六

O
、

0
0
0円
に
同
五
六
年
六
月
一

日
か
ら
同
五
七
年
一ニ
月
二
二
日
ま
で
の
営
業
期
間
の
月
数
一

0
か
月
を
乗
じ
た
金
六

O
万
円
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
使
用
料
相
当
額
の
損
害
金
は
右

①
②
を
合
計
し
た
金
一
一
一

一
万
二
、

0
0
0円
と
な
る
。

六
、
結
論

よ
っ
て
、
原
告
は
、
被
告
ら
に
対
し
、
右
損
害
合
計
金
一
、
三
四
一
万
一
、

五
O
O円
（
そ
の
内
訳
は
別
表
的
の
損
害
金
算
定
表
記
載
の
と
お

り
）
お
よ
び
右
の
内
金
一

、

一
二
九
万
九
、

五
O
O円
に
対
す
る
本
件
訴
状
送
達
の
翌
日
か
ら
、
内
金
一
一
一

一
万
二
、

0
0
0円
に
対
す
る
訴
変

更
の
申
立
書
送
達
の
翌
日
か
ら
、
各
完
済
に
至
る
ま
で
法
定
の
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
支
払
を
求
め
、

か
っ
、
著
作
権
侵
害
の
停

止
な
ら
び
に
そ
の
予
防
請
求
と
し
て
管
理
著
作
物
の
演
奏
禁
止
を
求
め
る
。

（
被
告
ら
の
答
弁
）

一
、
請
求
原
因
一
の
事
実
は
不
知
。

二
、
請
求
原
因
二
の
う
ち
、
被
告
中
野
が
昭
和
五
二
年
六
月
二
三
日
か
ら
現
在
ま
で
原
告
主
張
の
場
所
に
お
い
て
カ
フ
ェ

「
ク
ラ
ブ
・
キ
ヤ
ツ
ツ

ア
イ
」
を
開
業
し
て
い
る
事
実
、
被
告
具
が
昭
和
五

O
年
七
月
二
五
日
か
ら
同
年
九
月
三

O
日
ま
で
ス
ナ
ッ
ク
「
－
一
ユ

l
エ
メ
ラ
ル
ド
」
を
、
昭

和
五
三
年
三
月
二
四
日
か
ら
昭
和
五
四
年
四
月
三
一

O
日
ま
で
「
ク
ラ
ブ

・
タ
イ
ガ
l
ア
イ
」
を
各
開
業
し
て
い
る
事
実
は
い
ず
れ
も
認
め
る
が
、

そ
の
余
の
事
実
は
否
認
す
る
。

＝
寸
請
求
原
因
一
二
、
四、

五
の
事
実
は
す
ベ
て
否
認
す
る
。

（
証
拠
）
（
省
略
）

理

由

一
、
原
告
が
主
張
す
る
場
所
に
お
い
て
、
被
告
具
が
、
昭
和
五

O
年
七
月
二
五
日
か
ら
同
年
九
月
一ニ

O
日
ま
で
ス
ナ
ッ
ク
「
ニ
ュ

l

エ
メ
ラ
ル

ド
」
を
、
昭
和
五
三
年
三
月
二
四
日
か
ら
昭
和
五
四
年
四
月
三

O
日
ま
で
「
ク
ラ
ブ
・
タ
イ
ガ
I
ア
イ
」
を
各
開
業
し
て
い
た
こ
と
、

お
よ
び
、



被
告
中
野
が
昭
和
五
二
年
六
月
二
三
日
か
ら
現
在
ま
で
カ
フ
ェ
「
ク
ラ
ブ

・
キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
」
を
開
業
し
て
い
た
こ
と
は
、

い
ず
れ
も
当
事
者
間

に
争
い
が
な
い
。

二
、
い
ず
れ
も
そ
の
成
立
に
争
い
が
な
い
甲
第
五
号
証
の
二
、
第
八
な
い
し
一
二
号
証
の
各
二
、
第
三
云
ブ
証
の
二
、
三
、
第
一
四
号
証
の
こ
な

い
し
四
、
第
一
九
号
証
の

一
な
い
し
六
、
第
二

O
号
証
の
一

、
二
、

第
二
六
号
証
、
第
二
七
号
証
の
一
な
い
し
一
入
、
第
二
八
号
証
の
一
な
い
し

一
二
、
第
一
三
、
三
二
号
－
証
の
各
三
、
第
四

O
号
証
、
第
四
一
号
証
の
一
、
二
、
第
四
二
号
証
、
第
四
四
号
証
、
証
人
黒
川
靖
司
の
証
言
お
よ
び

弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
っ
て
い
ず
れ
も
そ
の
成
立
を
－
認
め
る
甲
第
一
、
二
号
証
、
第
三
号
証
の
一
な
い
し
三
、
第
五
号
証
の
一
、
第
八
な
い
し
一
四

号
証
の
各

一
、
第

一
五
な
い
し

一
八
号
証
、
第
二

一
号
証
の

一
な
い
し
三
、
第
二
三
な
い
し
二
五
号
証
、
証
人
山
本
滋
久
の
証
言
（
第
一

、
二
回
）

に
よ
っ
て
い
ず
れ
も
そ
の
成
立
を
認
め
る
甲
第
三

O
号
証
、
第
＝
二
号
－
証
の
一

、
二
、
第
三
二
号
証
の
一
、
二
、
第
三
三
号
証
の
一
な
い
し
四
、

第
三
五
号
証
の
一
な
い
し
六
、
同
号
”
証
の
九
、
第
三
六
な
い
し
三
八
号
証
、
第
四
一
号
証
の
三
、
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
っ
て
そ
の
成
立
を
認
め
る

四
六
号
証
、
証
人
津
田
武
利
、
黒
川
靖
司
、
山
本
滋
久
（
第
一

、
二
回
〉
、
立
山
福
治
、
倉
見
宏
介
の
各
証
言
、
被
告
ら
各
本
人
の

甲
第
四
五
、

供
述
お
よ
び
弁
論
の
全
趣
旨
に
前
記
当
事
者
間
に
争
い
が
な
い
事
実
を
総
合
す
る
と
、
請
求
原
因
事
実
（
但
し
、
前
項
の
事
実
を
除
く
。
）
を
す

ベ
て
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
右
認
定
に
反
す
る
前
掲
各
－
証
人
並
び
に
本
人
の
供
述
部
分
は
措
信
で
き
な
い
。

一一
1. 

な
お
、
被
告
ら
各
木
人
の
供
述
中
に
は、

「
ク
ラ
ブ

・
キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
」
を
除
く
店
舗
に
つ
い
て
は
、
被
告
具
、
が
そ
の
経
営
者
で
あ
っ

て
、
被
告
中
野
は
そ
の
共
同
経
営
者
で
は
な
い
旨
の
供
述
部
分
が
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
前
記
甲
第
一一

O
号
証
の
一
、
二
、
第
二
六
号
証
、
証
人
黒
川
靖
司
、
山
本
滋
久
（
第
一
回
）
の
各
証
言
、
被
告
ら
各
本
人
の
供

述
に
弁
論
の
全
趣
旨
を
総
合
す
る
と
、
被
告
ら
は
昭
和
四

O
年
こ
ろ
事
実
上
の
婚
姻
を
し
、
昭
和
四
五
年
一

O
月
二
七
日
婚
姻
の
届
出
を
し
た
夫

婦
で
あ
る
こ
と
、
被
告
具
は
、
木
下
観
光
も
し
く
は
木
下
観
光
株
式
会
社
の
名
の
も
と
に
（
右
は
い
ず
れ
も
法
人
組
織
で
は
な
い
。
）

グ
ラ
ブ

等

の
経
営
に
当
っ
て
い
る
も
の
で
あ
る
と
こ
ろ
、
被
告
ら
が
居
住
す
る
自
宅
は
右
木
下
観
光
の
事
務
所
を
兼
用
し
、
被
告
中
野
は
右
事
務
所
も
し
く

は
店
舗
に
お
い
て
被
告
具
に
助
力
し
て
い
る
こ
と
、

「
ク
ラ
プ

・
キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
」
は
被
告
中
野
が
営
業
名
義
人
と
な
り
、

か
っ
、
そ
の
事
業
資

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
し
た
ス
ナ
ッ
ク
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例

二
一
九

（六一一一
〉



二
二

O
（
穴
四
）

金
は
同
被
告
の
名
で
金
融
機
関
か
ら
借
入
れ
て
い
る
こ
と
、
な
ど
の
事
実
を
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
右
事
実
に
よ
れ
ば
、
木
下
観
光
の
経
営
は
、

被
告
具
が
主
と
な
っ
て
こ
れ
を
営
ん
で
い
る
も
の
で
あ
る
と
は
云
え
、
被
告
中
野
も
そ
の
妻
と
し
て
そ
の
経
営
に
参
加
し
て
い
る
と
u

認
め
る
の
が

相
当
で
あ
る
（
「
グ
ラ
ブ
・
キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
」
に
つ
い
て
の
み
被
告
ら
が
共
同
経
営
者
で
あ
り
、
他
の
店
舗
は
被
告
具
の
み
が
経
営
者
で
あ
る
と

み
る
べ
き
特
段
の
事
情
も
認
め
ら
れ
な
い
〉
。

2. 

次
に
、
被
告
具
本
人
の
供
述
中
に
は
、

「
ス
ナ
ツ
グ

・
水
品
」
お
よ
び
「
ミ
ニ
グ
ラ
ブ
・
水
品
」
の
店
舗
は
、
昭
和
五
一
年
一

O
月
一
日
か

ら
昭
和
五
三
年
一

O
月
末
日
ま
で
は
訴
外
丸
山
茂
樹
に
、
同
年
一
一
月
一
日
以
降
は
訴
外
小
野
昇
に
、

い
ず
れ
も
賃
貸
し
て
お
り
、
同
人
ら
が
そ

の
経
営
者
で
あ
り
、
被
告
ら
は
右
の
期
間
、
右
各
店
舗
に
お
け
る
経
営
者
で
は
な
い
と
の
供
述
部
分
が
あ
り
、
乙
第
一
、
二
号
証
に
も
そ
の
旨
の

記
載
が
な
さ
れ
て
い
る
。

観
光
の
一
従
業
員
（
ボ
l
イ）

し
か
し
な
が
ら
、
被
告
具
本
人
の
供
述
お
よ
び
右
乙
第
一
、
二
号
証
の
記
載
に
よ
る
と
、
訴
外
丸
山
茂
樹
お
よ
び
小
野
昇
は
い
ず
れ
も
も
と
木
下

に
す
、
ぎ
な
い
こ
と
、
乙
第
一
号
証
の
契
約
書
作
成
時
の
右
丸
山
の
住
所
は
被
告
ら
方
で
あ
り
、
当
時
、
丸
山
は
被

告
方
の
同
居
人
で
あ
っ
た
こ
と
、
右
の
各
期
間
中
、
店
名
は
も
と
よ
り
従
業
員
お
よ
び
店
舗
内
の
模
様
等
は
す
べ
て
従
前
の
ま
ま
で
あ
り
、
酒
類

そ
の
他
の
仕
入
れ
お
よ
び
そ
の
代
金
の
支
払
は
他
店
舗
の
分
と
一
緒
に
被
告
具
に
よ
っ
て
な
さ
れ
て
い
た
こ
と
な
ど
の
事
実
が
認
め
ら
れ
、
前
記

供
述
内
容
も
あ
い
ま
い
で
あ
る
こ
と
な
ど
に
照
ら
す
と
、
前
記
の
供
述
部
分
お
よ
び
乙
第
一
、
ご
号
証
の
記
載
内
容
は
こ
れ
を
に
わ
か
に
措
信
す

る
こ
と
は
で
き
な
い
と
云
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

3. 

さ
ら
に
、
被
告
具
の
供
述
中
に
は
、
各
店
舗
に
お
け
る
音
楽
の
演
奏
期
間
お
よ
び
演
奏
時
間
の
点
に
つ
い
て
、
前
記
三
の
認
定
と
異
る
供
述

部
分
が
あ
り
、
乙
第
三
号
証
に
も
そ
の
旨
の
記
載
が
あ
る
が
、
右
乙
第
三
号
証
の
－記
載
内
容
は
、
そ
の
記
載
の
根
拠
と
な
っ
た
資
料
が
あ
い
ま
い

で
あ
り
、
被
告
具
本
人
の
右
供
述
部
分
も
前
記
二
に
掲
示
し
た
各
証
拠
と
対
比
し
て
に
わ
か
に
こ
れ
を
措
信
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

4. 

そ
し
て
、
他
に
前
記
二
の
認
定
を
く
つ
が
え
す
に
足
る
－
証
拠
は
な
い
。

四
、
従
っ
て
、
被
告
ら
は
、
原
告
に
対
し
、
著
作
権
法
一
一
二
条
に
基
き
、
被
告
ら
が
現
に
経
営
し
て
い
る
「
ミ
ニ
グ
ラ
ブ

・
水
品
」
お
よ
び



「
グ
ラ
ブ

・
キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
」
に
お
い
て
、
別
添
楽
曲
リ
ス
ト
、
同

E
お
よ
び
同

E
各
記
載
の
音
楽
著
作
物
を
営
業
の
た
め
に
演
奏
し
て
は
な
ら

な
い
義
務
を
負
う
と
と
も
に
、
不
法
行
為
に
基
く
損
害
賠
償
と
し
て
金
一
、
三
四
一
万
一
、
五

O
O円
お
よ
び
右
の
内
金
一
、

－
二
九
万
九、

五

0
0円
に
対
す
る
本
件
訴
状
送
達
の
翌
日
で
あ
る
こ
と
記
録
上
明
ら
か
な
昭
和
五
五
年
七
月
二
五
日
か
ら
、
内
金
二
一

一
万
二
、

0
0
0円
に
対

す
る
訴
変
更
の
申
立
書
送
達
の
翌
日
で
あ
る
こ
と
記
録
上
明
ら
か
な
昭
和
五
七
年
五
月
一
日
か
ら
、
各
完
済
に
至
る
ま
で
法
定
の
年
五
分
の
割
合

に
よ
る
遅
延
損
害
金
を
支
払
う
義
務
が
あ
る
。

よ
っ
て
、
原
告
の
本
訴
請
求
は
す
べ
て
理
由
が
あ
る
か
ら
こ
れ
を
認
容
す
る
こ
と
に
し
、
訴
訟
費
用
の
負
担
に
つ
き
民
事
訴
訟
法
人
九
条
、
九
三

条
を
、
仮
執
行
の
宣
言
に
つ
き
同
法
一
九
六
条
を
各
適
用
し
て
、
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

（
福
岡
地
方
裁
判
所
小
倉
支
部
）

]JI] 

表

付

使用 5分以上 1~分分以上
時間 5分未満

1 迄を
平均 10分未満

超える毎
入場料

100円未満 200円 400円 400円

200円グ 300円 600円 600円

500円グ 400円 800円 800円

1,000円グ 500円 1,000円 1,000円

1,500円グ 600円 1,200円 1,200円

2,000円グ 700円 1,400円 1, 400円

2,500円グ 800門 1,600円 1,600円

3,000円グ 900円 1,800円 1,800円

3,500円グ 1,000円 2,000円 2,000円

4,000円グ 1,100円 2,200円 2,200円

4,500円グ 1,200円 2,400円 2,400円

5,000円グ 1,300円 2,600円 2,600円

〈注〉 平均入場料とは各等級別入場料

（入場税を含む）の算術平均をし、

う。

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
し
た
ス
ナ
ッ
ク
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例

一一一一一
ハ
六
五
）



仁ネ

（スナック・ニューエメラル
スナツク．水 品

定員500名未満、平均入場料500円以上1,000円未満、使用時間1曲1固につ

表

表

算

,'61] 

山訂

、、，，
J

噌
’
ム，，a

‘、

円

円

に
d

n

U
ス
リ
ハ
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O
一0
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F

b

o
－
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一0
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ハU
一ハU
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戸
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F
H
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円nu 
nu 

p
h
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500円き5分未満の場合に於ける軽音楽1曲の使用料

社交場に於て使用する場合の控除係数(2) 

客席数に応じて参酌する係数(3) 

1曲の使用料μ） 

1日の使用料（使用曲数45曲）(5) 

56,250円1か月の使用料（営業日数25日）（。

伺表~I] 

表（ミニグラブ・水晶〉算計

1. 昭和54年 2月19日から同55年7月31日まで分

定員500名未満、平均入場料2,500円以上3,000円未満、使用時間1曲1回、B

，J
噌

i，，EE
、

円

円

四

h
d
A
U

－n
U

A

U

A

U

O
一0
9

F

O

o
l
－5

＝
J
 

A
U
一ハυ
a坐

ハU
一ハU

T
i
戸
。

×
 

戸
同

υハU×
 

円nu
 

n
u
 

n吋
U

900円につき5分未満の場合に於ける軽音楽1曲の使用料

社交場に於て使用する場合の控除係数(2) 

客席数に応じて参酌する係数(3) 

1曲の使用料但）

1日の使用料（使用曲数45曲）(5) 

101,250円1か月の使用料（営業日数25日〉(6) 

一一一一一一

2.昭和55年8月 1日以降分

じ周に
唱

iコu＝＝口上

、1
1
1
11
i
l
1＼
／
I
l
l
1
1
1
1
1ノ

、‘．，，、、，，，、‘，，，、‘
E

，，

O
包

伶

弘

、

（
六
六
）

2,160円1日の使用料（使用曲数24曲）(5) 

54,000円1か月の使用料（営業日数25日〉（め

制

表〈クラブ ・キヤツツアイ）

表

算

~lj 

計



1.昭和51年10月25日から同52年4月30日まで分

定員500名未満，平均入場料2,500円以上3>000円未満，使用時間1曲1回に(1) 

900円っき 5分未満の場合に於ける軽音楽1曲の使用料

円

円

5

0
一0
0

0

O
一0
9

8

0

1
｝

5

＝
J
 

nuxu
ワム

ハU
X
U

噌
よ

一田
町

υ
×
 

5
 

A
U
 

×
 

円八

vnu
 

nwv 

社交場に於て使用する場合の控除係数

客席数に応じて参酌する係数

1曲の使用料

1日の使用料（使用曲数32曲）(5) 

72,000円1か月の使用料（営業日数25日）(6) 

2.昭和52年5月 1日から同56年5月31日まで分

、じ岡に噌，－記上

1
1
1
11
1
L
f
i
l
l－
－

J
 

、‘E
E

，，、、、．，，、、
E

，，，、、．，，，

o
o
h
w
位、

5,400円1日の使用料（使用曲数60曲）（吟

135,000円1か月の使用料（営業日数25日）（。

3.昭和56年6月 1日から向57年3月31日まで分

定員500名未満、平均入場料3,000円以上3,500円未満、使用時間1曲1回に、、，，，
守
よ，，．1
 

1,000円っき5分未満の場合に於ける軽音楽1曲の使用料

円

円

四

hJU

A
U
一n
u
U
AU

A

U

ハU
一ハ
u
n
U

ハu

n
U
T
i

－R
υ

τ

i

d
佳

＝

z
 

n
U
ス
U

nu
一ハU

可

i
戸
。

×
 

F
円
U

A
U
 

×
 

円ハunu
 

n
U
 

噌

t占

社交場に於て使用する場合の控除係数

客席数に応じて参酌する係数

1曲の使用料

(2) 

(3) 

い）

(2) 

(3) 

仏）

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
し
た
ス
ナ
ッ
ク
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例

1日の使用料（使用曲数24曲）(5) 

60,000円1か月の使用料（営業日数25日）(6) 一一一－ － 宅豊島

一一 同表別

表（クラブ ・タイガーアイ）算計（
六
七
〉 定員500名未満、平均入場料3,000円以上3,500円未満、使用時間1曲1固につ、‘a

a

’
4
a
A
 

f
a－－
 

1,000円

0.5 

き5分未満の場合に於ける軽音楽1曲の使用料

社交場に於て使用する場合の控除係数(2) 



円

円

ハU

－A
U

n

u

n

U

ハU
一ハU
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U

ハU

唱

i
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F
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ι
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1
－z
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×
 

F
h
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ハU×
 

円n
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A
U
 

nu 

噌
E
A

客席数に応じて参酌する係数

1曲の使用料

(3) 

(4) 

1日の使用料（使用曲数45曲）(5) 

112,500円1か月の使用料（営業日数25日）(6) 

二
二
四

表

営業 所名 算 式 損 害額

ニューエメラノレド
56,250円×17=956,250円 ・・・…・・・①

〈昭50.7.20から昭51.12. 19まで〉
ーー・・ー曲ーーー『－－－ーー－・・－－－・・・ーーー『ーーー司・・ーー・・ーーー

スナツグ ・水晶
56,250円×26=1,462, 500円……②

①＋②＋③＋④ 〈昭51.12. 20から昭54.2.18まで〉
ーー咽ーーーーーーーーーーーーーーーーーー・・ーーーーーーーーーー圃・・・・

101,250円×17=1,721, 250円……③ =4, 302, 000円

ミニグラブ ・水晶
〈昭54.2. 19から昭55.7.31まで〉

54,000内×3=162,000円…………④

〈昭55.8. 1から昭55.10.31まで〉

72,000円×6=432,000円・……・…①

〈昭51.10. 25から昭52.4.30まで〉

135,000円×39=5,265, 000円…一②
①＋②＋③＋④ 〈昭52.5. 1から昭55.7.31まで〉

クラプ ・キヤツツアイ

135,000円×10=1,350, 000円……③ =7, 647, 000円

（昭55.8. 1から昭56.5.31まで〉

60,000円×10=600,000円 ……・・④

〈昭56.6. 1から昭57. 3.31まで〉

クラブ・タイガーアイ
112,500円×13=1,462, 500円

1,462,500円
〈昭53.3.24から昭54.4.30まで〉

13,411,500円

定算金空間損約表別

（
六
八
〉（省略〉楽曲リスト



第
二
審
判
決
の
主
文
、事
実
及
び
理
由

主

文

控
訴
人
（
附
帯
被
控
訴
人
）
ら
の
控
訴
並
び
に
被
控
訴
人
（
附
帯
控
訴
人
）
の
附
帯
控
訴
（
請
求
の
拡
張
）
及
び
当
審
に
お
け
る
請
求
の
減

縮
に
基
づ
き
、
原
判
決
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

1 

控
訴
人
（
附
帯
被
控
訴
人
）
ら
は
、
北
九
州
市
小
倉
北
区
堺
町
一
丁
目
六
三
番
一
号
ニ
ュ
！
南
国
ピ
ル
二
階
「
ク
ラ
ブ

に
お
い
て
、
原
判
決
別
紙
添
付
楽
曲
リ
ス
ト
、
同

U
、
同
齢
及
び
本
判
決
別
紙
添
付
楽
曲
リ
九
ト
約
に
各
記
載
の
音
楽
著
作
物
を
営
業
の
た
め
に

キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
」

演
奏
し
て
は
な
ら
な
い
。

2 

控
訴
人
〈
附
帯
被
控
訴
人
）
ら
は
、
被
控
訴
人
（
附
帯
控
訴
人
）
に
対
し
、
連
帯
し
て
、
金
一

、
四
四

O
万
五
、
六
八
五
円
及
び
そ
の
内
金

一
、

一
二
九
万
七
、
六
八
五
円
に
対
す
る
昭
和
五
五
年
八
月
一
日
か
ら
、
内
金
一
一
一
一
万
二
、

0
0
0円
に
対
す
る
昭
和
五
七
年
五
月
一
日
か

ら
、
内
金
九
九
万
六
、

0
0
0円
に
対
す
る
昭
和
五
八
年
五
月
一
七
日
か
ら
各
支
払
ず
み
ま
で
、
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
金
員
を
支
払
え
。

3 

被
控
訴
人
（
附
帯
控
訴
人
）
の
控
訴
人
（
附
帯
被
控
訴
人
）
ら
に
対
す
る
そ
の
余
の
請
求
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
。

・・・~

訴
訟
費
用
は
、
第
一

、
二
審
を
通
じ
て
全
部
控
訴
人
（
附
帯
被
控
訴
人
）
ら
の
負
担
と
す
る
。

本
判
決
主
文
一
項
の
1
、
2
は
仮
り
に
執
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

事

実

控
訴
人
（
附
帯
被
控
訴
人
、
以
下
単
に
控
訴
人
と
い
う
）
ら
は
「
原
判
決
を
取
消
す
。
被
控
訴
人
（
附
帯
控
訴
人
、
以
下
単
に
被
控
訴
人
と
い

う
）
の
請
求
を
棄
却
す
る
。
訴
訟
費
用
は
、
第
一

、
二
審
を
通
じ
て
全
部
被
控
訴
人
の
負
担
と
す
る
。
」
と
の
判
決
及
び
当
審
に
お
い
て
附
帯
控

訴
に
基
づ
き
拡
張
さ
れ
た
請
求
部
分
に
つ
い
て
も
請
求
棄
却
の
判
決
を
求
め
た
。
被
控
訴
人
は
「
木
件
控
訴
を
い
ず
れ
も
棄
却
す
る
。
控
訴
費
用

は
控
訴
人
ら
の
負
担
と
す
る
。
」
と
の
判
決
（
但
し
原
判
決
主
文
一
項
に
つ
い
て
は
、
「
控
訴
人
ら
は
、
北
九
州
市
小
倉
北
区
堺
町
一
丁
目
六
三
番

二
二
五

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
し
た
ス
ナ
ッ
ク
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例

（
六
九
）



一
一
一
一
六
（
七
O
）

、，J

、』J

キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
』
に
お
い
て
、
原
判
決
別
紙
添
付
楽
曲
リ
ス
ト
、
同
E
お
よ
び
同
E
各
記
載
の
音
楽
著

作
物
を
営
業
の
た
め
に
演
奏
し
て
は
な
ら
な
い
。
」
と
の
判
決
を
求
め
る
旨
請
求
を
減
縮
）
及
び
附
帯
控
訴
に
基
づ
く
請
求
の
拡
張
に
よ
り
「
一

、

一
号
ニ
ュ
l
南
国
ピ
ル
二
階
『
ク
ラ
ブ

原
判
決
を
次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

ー、

本
判
決
主
文
一
項
の
1
同
旨
。

2
、
控
訴
人
ら
は
、
被
控
訴
人
に
対
し
、
連
帯
し
て
、
金

一、

四
四

O

万
七
、
五
O
O円
及
び
そ
の
内
金

一
、

一
二
九
万
九
、
五
O
O円
に
対
す
る
昭
和
五
五
年
七
月
二
五
日
か
ら
、
内
金
一
一
一
一
万
二
、

0
0
0円
に

対
す
る
昭
和
五
七
年
五
月
一
日
か
ら
、
内
金
九
九
万
六
、

0
0
0円
に
対
す
る
昭
和
五
八
年
五
月

一
七
日
か
ら
各
支
払
い
ず
み
ま
で
、
年
五
分
の

割
合
に
よ
る
金
員
を
支
払
え
。
二
、
附
帯
控
訴
費
用
は
、
控
訴
人
ら
の
負
担
と
す
る
に
と
の
判
決
と
仮
執
行
の
宣
言
を
求
め
た
。

当
事
者
双
方
の
事
実
上
の
陳
述
及
び
証
拠
の
関
係
は
、
次
の
と
お
り
付
加
訂
正
す
る
ほ
か
、
原
判
決
事
実
摘
示
（
原
判
決
別
紙
添
付
の
別
表
ハ
円
、

同
楽
曲
リ
ス
ト
、

同
任
、

同
ぽ
を
含
み
、
同
別
紙
添
付
別
表
∞
な
い
し
内
を
除
く
）
並
び
に
原
審
及
び
当
審
記
録
中
各
証
拠
目
録
に
記
載
の
と
お

り
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
引
用
す
る
。

原
判
決
二
枚
目
表
一
三
行
自
の
「
現
に
」
か
ら
同
裏
一
行
自
の
「
音
楽
著
作
物
」
ま
で
を
「
原
判
決
別
紙
添
付
楽
曲
リ
ス
ト
、
同

U
、
同

U

及
び
本
判
決
別
紙
添
付
楽
曲
リ
ス
ト
wu
に
各
記
載
の
音
楽
著
作
物
」
と
改
め
る
。

原
判
決
三
枚
目
表
一
行
自
の

「被
告
ら
は
、」
か
ら
間
四
枚
目
表
二
行
自
末
尾
ま
で
を
「
控
訴
人
ら
は
、
共
同
し
て
、
本
判
決
別
紙
付
控
訴

一一人
ら
の
営
業
一
覧
表
に
記
載
の
各
場
所
で
、
同
表
『
営
業
種
目
及
び
店
名
』
欄
に
記
載
の
各
店
舗
を
、
問
表
『
営
業
期
間
』
欄
に
記
載
の
各
期
間

に
わ
た
っ
て
夫
々
経
営
し
、
そ
の
問
、
右
店
内
で
そ
の
営
業
日
の
営
業
時
間
中
、
被
控
訴
人
の
許
諾
を
受
け
な
い
で
管
理
著
作
物
に
含
ま
れ
る
音

楽
を
演
奏
し
、
来
集
し
た
不
特
定
多
数
の
客
に
聞
か
せ
、
被
控
訴
人
の
音
楽
著
作
権
の
内
容
で
あ
る
演
奏
権
を
侵
害
し
た
。
」
と
改
め
る
。

原
判
決
四
枚
目
裏
一
行
自
の
末
尾
に
「
ま
た
、
右
各
店
舗
の
う
ち
、
ミ
ニ
ク
ラ
ブ
水
田
聞
に
お
い
て
は
昭
和
五
豆
年
一
一
月

一
日
以
降
、
ギ
ヤ

ル
に
お
い
て
は
全
営
業
期
間
を
通
じ
て
楽
団
、
ピ
ア
ノ
、
エ
レ
ク
ト
l
ン
、
ギ
タ
1
等
に
よ
る
生
演
奏
に
か
え
、

カ
ラ
オ
ケ
の
伴
奏
で
店
の
従
業

員
及
び
客
に
本
件
管
理
著
作
物
を
被
控
訴
人
の
許
諾
を
う
け
る
こ
と
な
く
歌
唱
さ
せ
、
被
控
訴
人
の
音
楽
著
作
権
の
内
容
で
あ
る
演
奏
権
を
侵
害

し
た
。
即
ち
、
控
訴
人
ら
の
場
合
も
、
他
に
お
け
る
と
同
様
、

カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
利
用
し
て
音
楽
演
奏
を
行
う
と
き
は
、
伴
奏
用
に
楽
曲
の
み
が



録
音
さ
れ
た
テ
1
プ
の
再
生
と
、
歌
唱
者
が
マ
イ
グ
を
用
い
て
歌
詞
を
歌
う
歌
唱
行
為
と
が
一
体
と
し
て
行
わ
れ
る
も
の
で
あ
る
が
、
控
訴
人
ら

は
、
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
右
各
店
舗
に
営
業
設
備
と
し
て
設
置
し
従
業
員
に
こ
れ
を
操
作
さ
せ
、
本
件
管
理
著
作
物
の
楽
曲
が
録
音
さ
れ
た
多
数
の

カ
ラ
オ
ケ
テ
l
プ
を
陳
列
し
、
そ
の
歌
詞
集
を
用
音
山
し
て
合
聞
に
従
業
員
（
ホ
ス
テ
ス
ら
）
が
歌
う
ほ
か
は
常
時
客
に
好
み
の
曲
目
を
選
ば
せ
、

来
集
し
た
不
特
定
多
数
の
客
の
商
前
で
歌
わ
せ
る
の
で
あ
る
。
そ
う
し
て
、
控
訴
人
ら
は
、
右
の
如
く
客
（
時
に
従
業
員
）
に
歌
わ
せ
、
客
に
開

か
せ
る
こ
と
を
自
己
の
営
業
企
画
に
と
り
入
れ
、
自
ら
の
管
理
の
も
と
に
客
（
あ
る
い
は
従
業
員
）

の
歌
唱
を
自
己
の
営
業
に
利
用
し、

店
の
雰

囲
気
作
り
を
行
い
、
客
を
集
め
、
そ
の
利
益
を
収
め
て
い
る
も
の
で
、
本
件
管
理
著
作
物
の
演
奏
主
体
は
控
訴
人
ら
で
あ
り
、
右
は
店
に
来
た
不

特
定
多
数
の
客
の
前
で
行
わ
れ
る
の
で
あ
っ
て
公
の
演
奏
（
著
作
権
法
ニ
ニ
条
参
照
）

に
該
当
す
る
。
な
お
、
控
訴
人
ら
が
主
張
す
る
カ
ラ
オ
ケ

の
テ
l
プ
に
支
払
わ
れ
た
使
用
料
と
は
、
著
作
者
の
専
有
す
る
複
製
権
に
基
づ
く
複
製
の
許
諾
を
う
け
る
た
め
の
使
用
料
で
あ
っ
て
、
本
件
で
被

控
訴
人
が
主
張
し
て
い
る
管
理
著
作
物
の
歌
唱
（
生
演
奏
）

に
よ
っ
て
侵
害
さ
れ
た
演
奏
権
に
つ
い
て
の
損
害
賠
償
請
求
権
の
発
生
を
妨
げ
る
も

の
で
は
な
い
。

ち
な
み
に
、
複
製
の
許
諾
を
得
て
作
成
さ
れ
た
テ
l
プ
の
伴
奏
音
楽
の
再
生
は
、
当
分
の
問
、
原
則
的
に
自
由
利
用
が
認
め
ら
れ

て
い
る
（
著
作
権
法
附
則
一
四
条
、
同
法
施
行
令
附
則
三
条
参
照
〉
。
」
と
付
加
す
る
。

四

原
判
決
四
枚
目
裏
一

O
行
自
の
「
前
記
」
か
ら
同

一
一
行
自
の
「
に
お
い
て
、」
ま
で
を
「
『
ク
ラ
ブ

キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
』
に
お
い
て
、」
と

改
め
る
。

主

原
判
決
五
枚
目
表
二
ニ
行
自
の
『
「
ニ
ュ
1
エ
メ
ラ
ル
ド
」
』
か
ら
同
裏
三
行
自
の
「
及
ん
で
い
る
に
ま
で
を
「
本
判
決
別
紙
∞
の

ωな
い

し

ωの
各
『
一
日
の
使
用
料
（
使
用
曲
数
）
』
欄
に
記
載
の
曲
数
を
下
ま
わ
っ
て
い
な
い
。
」
と
改
め
る
。

ー£ー
ノ＼

原
判
決
七
枚
目
表
五
行
自
の
「
一
ニ

O
%を
乗
じ
た
」
を
「
0
・
三
を
乗
じ
た
」
と
改
め
、
同
九
行
自
の
「
2
」
か
ら
同
一
一
枚
目
表
七
行
目

ま
で
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

ー「

2 

控
訴
人
ら
の
前
記
各
店
舗
の
使
用
料
算
定
上
の
参
酌
基
準
と
な
る
管
理
著
作
物
の
使
用
状
況
は
、
本
判
決
別
紙

ωの
ωな
い
し

ω表
に
各

記
載
の
と
お
り
で
あ
り
、
前
記
使
用
料
規
程
を
控
訴
人
ら
の
各
店
舗
の
各
条
件
下
に
お
け
る
管
理
著
作
物
の
使
用
の
場
合
に
適
用
し
て
そ
の
使
用

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
し
た
ス
ナ
ッ
ク
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例

二
二
七

〈

七

一

〉



二
二
八

f司、

ぺゴ

、ーノ

料
額
を
算
出
し
た
結
果
は
本
判
決
別
紙
同
に
記
載
の
と
お
り
で
、
被
控
訴
人
は
、
控
訴
人
ら
の
前
記
侵
害
行
為
に
よ
り
、
右
使
用
料
額
に
相
当
す

る
損
害
を
被
っ
た
。

3 

な
お
右
本
判
決
別
紙
∞
の

ωな
い
し
紛
の
各
表
の
う
ち
『
3
軽
音
楽
使
用
料
』
は
、

一
曲
あ
た
り
の
そ
れ
で
あ
り
、

『
5
客
席
数
に
応
じ
て

参
酌
す
る
係
数
』
中
分
子
の
『
一
＠
O
』
は
、
当
該
店
舗
の
客
席
数
が
一

O
O名
未
満
で
あ
る
こ
と
を
意
味
し
、
分
母
の
『
五

O
O』
は
当
該
店

舗
の
定
員
が
五

O
O名
未
満
で
あ
る
こ
と
を
あ
ら
わ
し
、

『
6
一
曲
の
使
用
料
』
は
『
3
軽
音
楽
使
用
料
』
に
『
4
控
除
係
数
（
社
交
場
使
用
〉
』

と
『
5
客
席
数
に
応
じ
て
参
酌
す
る
係
数
』
を
乗
じ
た
金
額
で
あ
る
。

4 

ま
た
、
本
判
決
別
紙
∞
の

ω表
の
9
な
い
し
口
欄
（
カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
歌
唱
）
に
つ
き
説
明
す
る
と
、
前
述
の
如
く
ミ
ニ
ク
ラ
ブ
水
晶

で
は
昭
和
五
五
年
一

一
月
以
降
、
ギ
ヤ
ル
で
は
全
営
業
期
間
に
わ
た
り
カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
が
使
用
さ
れ
た
が
、
被
控
訴
人
が
カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る

歌
唱
に
つ
い
て
現
行
使
用
料
規
程
に
よ
る
生
演
奏
の
使
用
料
を
算
定
す
る
場
合
は
、
前
述
の
使
用
状
況
の
参
酌
の
ほ
か

ω特
別
使
用
許
諾
契
約

（
著
作
物
使
用
料
規
程
取
扱
細
則
（
社
交
場
〉
七
条
参
照
）

の
場
合
と
同
率
の
五
割
の
減
額
措
置
を
講
じ
（
前
示
9
欄
〉、

例
前
述
の
著
作
権
法

附
則
一
四
条
の
録
音
物
に
よ
る
演
奏
に
つ
い
て
の
経
過
措
置
等
に
対
応
し
て
更
に

0
・
四
の
減
額
率
を
適
用
し
（
前
示

ω欄
）
使
用
料
の
公
正
を

期
し
て
い
る
次
第
で
あ
る
。
」

七

原
判
決
一
一
枚
目
表
九
行
自
か
ら
同
一
義
二
行
目
ま
で
を
次
の
と
お
り
改
め
る
。

「
よ
っ
て
、
被
控
訴
人
は
、
控
訴
人
ら
に
対
し
、
著
作
権
侵
害
の
停
止
と
侵
害
の
予
防
の
た
め
、
前
示
ク
ラ
ブ
キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
に
お
い
て
原
判
決

、‘
ノ

＼

B
ノ

、

1
ノ

別
紙
添
付
楽
曲
リ
ス
ト
、
同
E
、
同
E
及
び
本
判
決
別
紙
添
付
楽
曲
リ
ス
ト
wu
に
各
記
載
の
音
楽
著
作
物
を
営
業
の
た
め
に
演
奏
す
る
こ
と
の
差

〆
t
k

〆
t
k

止
め
を
求
め
る
と
共
に
損
害
の
賠
償
と
し
て
、
次
の
金
額
の
連
帯
支
払
い
を
求
め
る
。

1 

損
害
金
合
計
一
、
四
六
一
万
四
、

五
O
O円
（
本
判
決
別
紙
＠
合
計
欄
参
照
）
中

ω右
別
紙
片
明
記
載
の
一
の
1
の
九
五
万
六
、
二
五

O
円
、

同
2
の
一
四
六
万
二
、
五
O
O円
、
同
3
の
う
ち
昭
和
五
四
年
二
月
一
九
日
か
ら
昭
和
五
五
年
七
月
一
三
日
ま
で
の
一
七
二
万
一

、
二
五
O
円
、

同
記
載
の
二
の
一
四
六
万
二
、
五
O
O円
、
同
記
載
の
三
の
う
ち
昭
和
五

一
年
一

O
月
二
五
日
か
ら
昭
和
五
二
年
四
月
三

O
日
ま
で
の
四
三
万



－
一、

0
0
0円
、
同
年
五
月
一
日
か
ら
昭
和
五
五
年
七
月
一
三
日
ま
で
の
三
九
カ
月
分
五
二
六
万
五
、

0
0
0円
の
合
計
一
、

－
二
九
万
九
、
五

0
0円
、
約
右
別
紙
同
記
載
の

一
の
3
の
う
ち
昭
和
五
五
年
八
月
一
日
か
ら
同
年
一

O
月
＝
二
日
ま
で
の
一
六
万
二
、

0
0
0円
、
同
記
載
の
三

の
う
ち
昭
和
五
五
年
八
月

一
日
か
ら
昭
和
五
六
年
五
月
＝
二
日
ま
で
の
一

0
カ
月
分
一
三
五
万
円
、
昭
和
五
六
年
六
月
一
日
か
ら
昭
和
五
七
年
三

月
三
一
日
ま
で
の
一

0
カ
月
分
六

O
万
円
の
合
計
一
一
一
一
万
二
、

0
0
0円
、
付
右
別
紙
信
記
載
の
一
の
3
の
う
ち
、
昭
和
五
五
年

一
一
月
一
日

か
ら
昭
和
五
七
年
九
月
三

O
日
ま
で
四
一
万
四
、

0
0
0円
、
同
記
載
の
一
の
4
の
九
、

0
0
0円
、
同
記
載
の
三
の
う
ち
昭
和
五
七
年
四
月
一

目
か
ら
昭
和
五
八
年
四
月
三
O
日
ま
で
一
三
カ
月
分
七
八
万
円
の
合
計
一
二

G
万
二
寸

0
0
0円
の
内
九
九
万
六
、

0
0
0円
の
総
計

一
、
四
四

O
万
七
、
五
O
O円。

2 

右

一
、
四
四

O
万
七
、
五
O
O円
の
内

ωの
合
計
金
に
対
す
る
履
行
期
到
来
の
後
で
あ
る
本
件
訴
状
送
達
の
翌
日
（
昭
和
五
五
年
七
月
二
五

目
）
か
ら
、
岡
村
の
合
計
金
に
対
す
る
履
行
期
到
来
の
後
で
あ
る
原
審
に
お
け
る
訴
変
更
申
立
書
送
達
の
翌
日
（
昭
和
五
七
年
五
月
一
日
）
か

ら
、
向
付
の
合
計
金
の
内
金
に
対
す
る
履
行
期
到
来
の
後
で
あ
る
本
件
附
帯
控
訴
状
送
達
の
翌
日
（
昭
和
五
八
年
五
月
一
七
日
〉
か
ら
各
支
払
ず

み
ま
で
民
事
法
定
利
率
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
。」

入

原
判
決
一
一
枚
目
裏
一
二
行
自
の
次
に
以
下
の
と
お
り
付
加
す
る
。

ー「

四

な
お
、
カ
ラ
オ
ケ
に
つ
い
て
は
、
す
で
に
カ
ラ
オ
ケ
の
テ
l
プ
で
著
作
権
使
用
料
が
支
払
わ
れ
て
い
る
の
で
、
そ
れ
を
歌
唱
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
更
に
著
作
権
使
用
料
を
請
求
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
カ
ラ
オ
ケ
は
そ
れ
を
歌
唱
す
る
客
が
演
奏
の
主
体
で
あ
っ
て
、
し
か
も
本
人
が
歌
っ
て
楽
し
ん
で
い
る
に
す
ぎ
ず
、
他
に
聴
か
せ
る
の
が
目

的
で
は
な
い
。
従
っ
て
、
店
舗
経
営
者
が
演
奏
の
主
体
で
は
な
く
、
ま
た
営
利
の
た
め
の
演
奏
で
も
な
い
。
」

理

由

当
裁
判
所
は
、
本
訴
請
求
は
、
被
控
訴
人
が
控
訴
人
ら
に
対
し、

∞
、
同
小
山
及
び
本
判
決
別
紙
添
付
楽
曲
リ
ス
ト
仰
に
各
記
載
の
音
楽
著
作
物
を
営
業
の
た
め
演
奏
す
る
こ
と
の
差
止
め
を
求
め
る
部
分
並
び
に
損

「
ク
ラ
ブ

キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
」

に
お
い
て
原
判
決
別
紙
添
付
楽
曲
リ
ス
ト
、
同

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
し
た
ス
ナ
ツ
グ
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例

二
二
九

〈
七
一一一

）



二一二

O
（
七
回
〉

害
賠
償
金
一

、
四
四

O
万
五
、
六
八
五
円
及
び
そ
の
内
金
一

、

一
二
九
万
七
、
六
八
五
円
に
対
す
る
昭
和
五
五
年
八
月
一
日
か
ら
、
内
金
一一一一

万
二、

O
O
O円
に
対
す
る
昭
和
五
七
年
五
月

一
日
か
ら
、
内
金
九
九
万
六
、

0
0
0円
に
対
す
る
昭
和
五
八
年
五
月
一
七
日
か
ら
各
支
払
ず
み

ま
で
民
事
法
定
利
率
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
の
連
帯
支
払
い
を
求
め
る
限
度
で
相
当
と
し
て
認
容
せ
ら
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
余

の
損
害
金
請
求
部
分
（
ス
ナ
ッ
ク
水
日
間
関
係
の
一
部
と
遅
延
損
害
金
の
一
部
）
は
失
当
と
し
て
棄
却
せ
ら
る
べ
き
も
の
と
判
断
す
る
。

そ
の
理
由
は
、
次
の
と
お
り
付
加
－
訂
正
す
る
ほ
か
原
判
決
理
由
中
に
説
示
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
と
同
一
の
判
断
を
す
る
の
で
、
こ
れ
を
引
用
す

る

原
判
決
二
一
枚
目
表
一
一
行
自
の
「
第
二

O
号
証
の
一

、
二
、」
を
削
除
し
て
同
裏
一
行
自
の
冒
頭
「
第
四
四
号
証
、
」
の
次
に
「
木
下
観
光

事
務
所
を
撮
影
し
た
写
真
で
あ
る
こ
と
に
つ
き
当
事
者
聞
に
争
い
な
き
甲
第
二

O
号
証
の
一

、
二
、」
と
挿
入
し
同
一

O
行
自
の
「
被
告
ら
」
か

ら
同
二
二
枚
目
表
一
行
目
ま
で
を
「
成
立
に
争
い
な
き
甲
第
四
七
号
証
の
六
、
同
第
四
八
号
証
の
二
、
同
第
五
二
、
第
五
三
、
第
五
七
、
第
五

八
、
第
六
八
号
証
、
当
審
証
人
山
本
滋
久
（
第
一

、
二
回
）

の
供
述
、
同
第
二
回
供
述
に
よ
り
成
立
を
認
め
る
甲
第
四
七
号
証
の
四
、
同
第
四
人

号
証
の
一

、
同
第
四
九
号
証
の
一
、

二
、
同
第
五

O
号
証
、
同
第
五
九
、
第
六

O
号
証
、
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
り
成
立
を
認
め
る
甲
第
四
七
号
証

の
五
、
当
審
証
人
加
藤
英
夫
の
供
述
、
こ
れ
に
よ
り
成
立
を
認
め
る
甲
第
五
五
号
証
の
一

、
二
、
三
、
同
第
五
六
号
－
証
の
一
、
二
、
三
、
当
審
証

人
黒
川
靖
司
の
供
述
、
こ
れ
に
よ
り
成
立
を
認
め
る
甲
第
二
九
、
第
三
回
、
第
五
一
号
証
、
原
審
及
び
当
審
控
訴
本
人
木
下
三
郎
こ
と
具
三
否
、

原
審
控
訴
本
人
中
野
す
み
江
の
各
供
述
の
各
一
部
に
弁
論
の
全
趣
旨
及
び
前
記
当
事
者
聞
に
争
い
な
き
事
実
を
あ
わ
せ
る
と
、
次
の
と
お
り
認
め

る
こ
と
が
で
き
る
。

被
控
訴
人
は
、
著
作
権
に
関
す
る
仲
介
業
務
に
関
す
る
法
律
に
基
づ
く
許
可
を
受
け
、
原
判
決
請
求
原
因
一
項
に
記
載
の
と
お
り
の
業
務
を

行
う
団
体
で
、
原
判
決
別
紙
添
付
楽
曲
リ
ス
ト
、
同
E
、
同
E
、
本
判
決
別
紙
添
付
楽
曲
リ
ス
ト
町
に
各
記
載
の
音
楽
著
作
物
（
管
理
著
作
物
）

／‘、

／E
、、

〆E

、

に
つ
い
て
夫
々
著
作
権
者
よ
り
著
作
権
及
び
そ
の
支
分
権
の
信
託
譲
渡
を
う
け
、
管
理
し
て
い
る
（
甲
第
一
、
二
号
－託
、
同
第
三
号
証
の
一
な
い

1 し
三
、
原
審
証
人
黒
川
靖
司
の
供
述
参
照
〉
。



2 

控
訴
人
ら
は
、
共
同
し
て
本
判
決
別
紙
付
控
訴
人
ら
の
営
業
一
覧
表
記
載
の
各
場
所
で
、
同
表
営
業
種
目
及
び
店
名
欄
各
記
載
の
店
舗
を
、

同
表
営
業
期
間
欄
記
載
の
期
間
に
わ
た
っ
て
経
営
し
た
。
な
お
、
そ
の
う
ち
「
ク
ラ
ブ

キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
」
は
現
在
も
経
営
し
て
い
る
。

（
甲
第

一
五
、
第

一
八
号
証
、
同
第

一
九
号
証
の
一
な
い
し
六
、
同
第
二

O
号
証
の
一

、
二
、

同
第
二
一
号
証
の
一
な
い
し
三
、
同
第
二
五
、
第
二
六
号

証
、
同
第
二
七
号
証
の
一
な
い
し
一
八
、
同
第
二
八
号
証
の
一
な
い
し
一
二
、
同
第
二
九
、
第
三
一O
号
証
、
同
第
三

一
号
証
の
一
な
い
し
三
、
同

第
三
二
号
－
証
の
一
な
い
し
一
二
、
同
第
三
三
号
証
の
一
な
い
し
三
、
同
第
三
四
号
証
、
同
第
三
五
号
証
の
一
・
な
い
し
四
、
同
第
四
一
号
証
の
一

、

二
、
同
第
五
一
号
証
、
同
第
五
二
、
第
五
三
号
証
、
同
第
五
五
号
証
の
ニ
、
三
、
同
第
五
六
号
証
の
二
、
三
、
原
審
（
第
一
、

一
一
回
）
当
審
（
第

一
、
二
回
）
証
人
山
本
滋
久
、
原
審
及
び
当
審
証
人
黒
川
靖
司
の
各
供
述
参
照
）
。
更
に
こ
の
点
に
つ
い
て
、
原
判
決

二
二
枚
目
表
二

行
目
の

「
な
お
、」
か
ら
同
一
四
枚
目
の
表
ご
＝
行
目
ま
で
と
同
一
の
判
断
を
す
る
の
で
こ
れ
を
引
用
す
る
〈
但
し
、
原
判
決
二
二
枚
目
裏
九
行
自
の
冒

頭
の
「
2
」
を
削
除
し
、
「
被
告
具
本
人
の
供
述
」
か
ら
同
一
一
行
自
の
「
訴
外
丸
山
茂
樹
に
、」
ま
で
を
「
原
審
及
び
当
審
控
訴
本
人
具
三
否
の

各
供
述
中
に
は
、
前
記
南
国
ピ
ル
地
階
の
店
舗
は
、
昭
和
五
一
年

一
O
月
一
日
か
ら
昭
和
五
三
年
一

O
月
末
日
ま
で
は
訴
外
丸
山
茂
樹
に
、
」
と

改
め
、
同
一
四
枚
目
表
七
行
自
の
「
店
名
は
も
と
よ
り
」
か
ら
同
八
行
自
の
「
従
前
の
ま
ま
で
あ
り
、」
ま
で
を
「
営
業
内
容
や
店
名
は
ス
ナ
ツ

グ
ニ
ュ
l
エ
メ
ラ
ル
ド
、

ス
ナ
ッ
ク
水
品
、
カ
フ
ェ
ミ
ニ
ク
ラ
ブ
水
晶
と
変
わ
っ
た
が
、
経
営
者
の
交
替
に
伴
う
変
更
と
は
時
期
の
点
で
も
認
め

ら
れ
や
す
、
」
と
改
め
る
。
〉
。

3 

控
訴
人
ら
は
、
前
記
の
共
同
経
営
に
か
か
る
店
舗
に
お
い
て
、
店
の
雰
囲
気
を
つ
く
り
、
客
を
喜
ば
せ
、
店
の
経
営
を
維
持
す
る
た
め
の
営

業
手
段
と
し
て
、
楽
団
や
楽
士
と
契
約
し
、
そ
の
午
後
七
時
頃
か
ら
深
夜
に
及
ぶ
営
業
時
間
中
毎
日
被
控
訴
人
の
許
諾
を
う
け
な
い
で
管
理
著
作

物
た
る
曲
目
を
楽
団
演
奏
及
び
ピ
ア
ノ
又
は
エ
レ
ク
ト
l
ン
あ
る
い
は
ギ
タ
l
等
に
よ
る
生
演
奏
の
か
た
ち
で
演
奏
さ
せ
て
店
に
来
た
不
特
定
多

数
の
客
に
聞
か
せ
た
。
右
は
、
店
の
雰
囲
気
を
盛
り
上
げ
、
営
利
の
目
的
を
も
っ
て
公
衆
の
面
前
で
演
奏
し
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
但
し
昭

和
五
五
年
一
一
月

一
日
以
降
の
カ
フ
ェ
ミ
ニ
ク
ラ
ブ
水
品
並
び
に
ス
ナ
ッ
ク
ギ
ヤ
ル
に
お
い
て
は
、
控
訴
人
ら
は
楽
団
、
楽
士
に
よ
る
演
奏
に
か

え
店
内
に
カ
ラ
オ
ケ
を
設
備
し
、
管
理
著
作
物
た
る
曲
目
の
伴
奏
が
録
音
さ
れ
た
テ
！
プ
を
準
備
し
、
被
控
訴
人
の
許
諾
を
得
な
い
で
ホ
ス
テ
ス

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
し
た
λ

ナ
ツ
ク
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例

一一一一一一
（
七
五
〉
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等
従
業
員
が
そ
の
装
置
を
操
作
し
、
客
に
マ
イ
ク
と
曲
目
の
索
引
リ
ス
ト
を
渡
し
て
選
曲
を
す
す
め
、
希
望
の
曲
を
客
に
歌
唱
さ
せ
、
ま
た
し
ば

し
ば
ホ
ス
テ
ス
等
も
客
と
一
緒
に
歌
い
、

ま
た
合
間
に
は
ホ
ス
テ
ス
だ
け
で
も
歌
っ
た
。
な
お
す
く
な
く
と
も
ミ
ニ
ク
ラ
ブ
水
晶
の
場
合
は
、

曲
に
つ
き
一

O
O円
を
選
曲
や
歌
唱
等
を
し
た
客
か
ら
徴
収
し
て
い
た
。
以
上
の
如
く
各
店
舗
で
楽
団
、
楽
士
に
よ
り
演
奏
さ
れ
、
あ
る
い
は
カ

ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
り
歌
唱
さ
れ
た
管
理
著
作
物
の
曲
数
は
、
本
判
決
別
紙
∞
の

ωな
い
し

ωの
各
表
に
記
載
の
各
営
業
期
間
内
の
各
営
業
日
一
日

に
つ
き
夫
々

7
欄
に
記
載
の
曲
数
を
下
ら
ず
、
ま
た
そ
の
一
カ
月
の
営
業
日
数
は
、
夫
々
同
8
欄
に
記
載
の
日
数
を
下
ら
な
か
っ
た
（
甲
第
一

四
号
－
証
の
一
な
い
し
四
、
同
第
一
五
な
い
し
第
一
七
号
証
、
同
第
二
三
な
い
し
第
二
五
号
証
、
同
第
三
五
号
証
の
三
、
六
、
九
、
同
第
三
六
な
い

し
第
三
八
号
証
、
同

第

四

六

号

－

証

、

同

第

四

七

号

証

の

四

、

同

第

四

八

、

同

第

五

O
号－証
、

第
四
九
号
証
の
各

一
、

同
第
五
五
、

第
五
六
号
証

の
各
一

、
原
審
（
第
一
、

二
回
）
当
審
（
第
一
、
二
回
）
証
人
山
本
滋
久
、
原
審
及
び
当
審
証
人
黒
川
靖
司
、
当
審
証
人
加
藤
英
夫
の
各
供
述
参

照）。
以
上
の
と
お
り
認
め
る
こ
と
が
で
き
、
原
審
及
び
当
審
に
お
け
る
控
訴
本
人
具
三
否
、
原
審
控
訴
本
人
中
野
す
み
江
の
各
供
述
中
以
上
の
認
定
に

反
す
る
部
分
及
び
乙
第
三
号
証
の
記
載
は
採
用
で
き
な
い
。
他
に
こ
の
認
定
を
左
右
す
る
に
足
る
証
拠
は
な
い
よ
と
改
め
る
。

原
判
決

一
四
枚
目
裏
一
行
目
以
下
を
全
部
削
除
し
、
次
の
と
お
り
付
加
す
る
。

1 

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
歌
唱
に
つ
い
て
。

公
表
さ
れ
た
著
作
物
は
、
営
利
を
目
的
と
せ
ず
、

か
つ
聴
衆
又
は
観
衆
か
ら
対
価
を
う
け
な
い
場
合
は
上
演
し
、
演
奏
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
著

作
権
法
三
人
条
一
項
本
文
〉
。
ま
た
、
適
法
に
録
音
さ
れ
た
音
楽
の
著
作
物
の
演
奏
の
再
生
は
、
原
則
と
し
て
自
由
利
用
と
さ
れ
て
い
る
（
同
法

附
則
一
四
条
、
同
法
施
行
令
附
則
三
条
）
。
そ
こ
で
本
件
の
如
く
ス
ナ
ッ
ク
等
の
店
が
カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
で
客
に
歌
唱
さ
せ
る
と
き
、
演
奏
権
（
同

法
二
二
条
）
の
侵
害
が
い
か
な
る
場
合
に
成
立
す
る
か
を
考
え
て
み
る
と
、
結
局
そ
の
具
体
的
事
情
に
て
ら
し
て
店
側
が
歌
唱
の
主
体
で
あ
り
営

利
を
目
的
と
し
て
行
っ
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
場
合
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

前
記
一
の
4
に
認
定
の
事
実
関
係
に
当
審
（
第
一
、
二
回
）
証
人
山
本
滋
久
、
同
黒
川
靖
司
の
各
供
述
を
あ
わ
せ
る
と
、
控
訴
人
ら
は
、
店
舗
に



カ
ラ
オ
ケ
を
設
備
し
て
こ
れ
を
管
理
し
、
客
に
す
す
め
て
管
理
著
作
物
が
録
音
さ
れ
た
伴
奏
用
テ
l
プ
を
再
生
し
て
他
の
客
の
面
前
で
歌
唱
さ

せ
、
ま
た
し
ば
し
ば
ホ
ス
テ
ス
も
客
と
共
に
歌
唱
し
、
あ
る
い
は
合
間
に
は
ホ
ス
テ
ス
だ
け
で
歌
唱
し
、
店
の
雰
囲
気
を
つ
く
り
、
客
の
来
集
を

は
か
つ
て
利
益
を
あ
げ
る
こ
と
を
意
図
し
て
い
る
と
認
め
ら
れ
る
か
ら
、

ホ
ス
テ
ス
等
の
歌
唱
は
勿
論
、
客
の
歌
唱
も
含
め
て
演
奏
の
主
体
性
は

店
側
に
あ
り
、

か
つ
営
利
を
目
的
と
し
、
公
衆
の
面
前
で
演
奏
し
て
い
る
も
の
と
認
め
る
の
が
相
当
で
あ
る
。
し
て
み
る
と
、

か
か
る
歌
唱
は
、

被
控
訴
人
の
許
諾
な
き
限
り
当
該
管
理
著
作
物
に
か
か
る
被
控
訴
人
の
演
奏
権
を
侵
害
す
る
も
の
と
認
め
ら
れ
、
他
に
以
上
の
認
定
を
左
右
す
る

に
足
る
証
拠
は
な
い
。

2 

前
記
認
定
の
如
き
楽
団
や
楽
土
に
よ
る
管
理
著
作
物
の
演
奏
が
、
被
控
訴
人
の
許
諾
な
く
行
わ
れ
る
限
り
、
同
様
被
控
訴
人
の
演
奏
権
を
侵

害
す
る
と
と
も
明
ら
か
で
あ
る
。

3 

し
か
し
て
、

前
掲
甲
第
八
な
い
し
第
二
二
号
証
の
各
一

、
二
、
原
審
証
人
黒
川
靖
司
、
原
審
（
第
一
、
二
回
）
証
人
山
本
滋
久
の
各
供
述
と

原
審
控
訴
本
人
具
三
否
の
供
述
の
一
部
に
弁
論
の
全
趣
旨
を
あ
わ
せ
る
と
、
控
訴
人
ら
は
、

お
そ
く
と
も
昭
和
五
一
年
－
一
月
一
二
日
頃
以
降
被

控
訴
人
か
ら
音
楽
著
作
権
侵
害
に
関
す
る
警
告
と
音
楽
著
作
物
使
用
許
諾
契
約
締
結
申
込
み
に
関
す
る
書
面
申
入
れ
を
受
け
て
い
た
ほ
か
、
か
か

る
警
告
の
有
無
に
か
か
わ
ら
ず
、
本
件
行
為
の
当
初
か
ら
前
述
の
如
き
ス
ナ
ッ
ク
等
経
営
と
い
う
職
業
環
境
に
て
ら
し
て
、
前
述
の
如
く
被
控
訴

人
の
許
諾
を
得
る
こ
と
な
く
楽
団
又
は
楽
土
と
の
契
約
に
基
づ
い
て
音
楽
を
演
奏
さ
せ
、
あ
る
い
は
客
又
は
ホ
ス
テ
ス
を
し
て
カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に

よ
り
歌
唱
さ
せ
る
行
為
が
、
被
控
訴
人
の
管
理
著
作
物
に
関
す
る
演
奏
権
の
侵
害
に
な
る
こ
と
を
知
っ
て
い
た
か
、
仮
り
に
知
っ
て
い
な
か
っ
た

と
し
て
も
知
ら
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
き
過
失
が
あ
っ
た
と
認
め
ら
れ
、
前
掲
原
審
控
訴
本
人
具
三
否
の
供
述
中
こ
の
認
定
に
反
す
る
部
分
は
採
用

で
き
ず
、
他
に
こ
の
認
定
を
左
右
す
る
に
足
る
証
拠
は
な
い
。

な
お
控
訴
人
ら
は
、
前
一
万
カ
ラ
オ
ケ
に
つ
い
て
、
す
で
に
著
作
権
使
用
料
が
支
払
わ
れ
て
い
る
旨
主
張
す
る
が
、
前
掲
甲
第
＝
百
官

J

証
の
一
と
弁
論

の
会
趣
旨
に
よ
れ
ば
控
訴
人
ら
の
主
張
す
る
使
用
料
は
、
著
作
権
法
第
二
一
条
に
よ
る
著
作
権
者
の
複
製
権
に
基
づ
き
、
著
作
物
使
用
料
規
程

（
被
控
訴
人
が
定
め
、
著
作
権
に
関
す
る
仲
介
業
務
に
関
す
る
法
律
三
条
に
よ
り
文
化
庁
長
官
の
認
可
を
受
け
た
も
の
）

に
よ
り
支
払
い
を
う
け

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
し
た
ス
ナ
ツ
グ
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例

一一一一．．．．． 一一一
（
七
七
〉



一
一
三
四

（
七
八
〉

て
い
る
使
用
料
で
あ
り
、
被
控
訴
人
が
本
件
で
主
張
す
る
演
奏
権
の
侵
害
に
消
長
を
来
た
さ
な
い
も
の
と
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
認
定
を
左
右
す
る

に
足
る
証
拠
は
な
い
。

4 

そ
こ
で
、
本
件
に
よ
り
被
控
訴
人
が
被
っ
た
損
害
を
検
討
す
る
に
、
そ
の
損
害
額
は
控
訴
人
ら
の
各
店
舗
の
一
ヵ
月
当
り
の
管
理
著
作
物
使

用
料
額
に
そ
の
営
業
期
間
の
月
数
を
乗
じ
た
額
に
相
当
す
る
と
－
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

5 

前
掲
甲
第
三
号
証
の
一
な
い
し
三
と
弁
論
の
全
趣
旨
に
よ
る
と
、

ω被
控
訴
人
は
、
文
化
庁
長
官
の
認
可
を
う
け
た
前
記
著
作
物
使
用
料
規

程
に
基
づ
き
、
管
理
著
作
物
た
る
軽
音
楽
（
本
件
の
場
合
は
全
て
こ
れ
に
該
当
す
る
）

一
曲
一
回
の
演
奏
会
形
式
に
よ
る
演
奏
の
使
用
料
を
、
定

員
、
平
均
入
場
料
、
使
用
時
間
に
よ
っ
て
類
別
区
分
さ
れ
た
料
金
表
に
よ
り
原
判
決
別
表
け
の
如
く
定
め
（
本
表
は
定
員
五

O
O名
未
満
の
表
で

ス
ナ
ッ
ク
等
の
社
交
場
で
使
用
さ
れ
る
場
合
は
、
右
演
奏
会
形
式
に
よ
る
演
奏
の
場
合
の
使
用
料
の
一

O

あ
る
）
、
こ
れ
が
カ
フ
ェ
、

グ
ラ
ブ
、

O
分
の
五

O
の
範
囲
内
で
使
用
状
況
等
を
参
酌
し
て
具
体
的
な
使
用
料
を
決
定
す
る
旨
定
め
て
い
る
こ
と
（
前
記
規
程
第
二
章
第
二
節
4
）
、
例

被
控
訴
人
は
右
の
定
め
に
基
づ
き
、
使
用
状
況
参
酌
の
方
法
と
し
て
、
著
作
物
使
用
料
規
程
取
扱
細
則
（
社
交
場
）
に
よ
り
、
左
記
の
と
お
り
定

め
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
認
定
を
左
右
す
る
に
足
る
証
拠
は
な
い
。

記

① 

定
員
五

O
O名
未
満
の
も
の
を
更
に
一

O
O名
単
位
で
段
階
的
に
区
分
し
、
各
社
交
場
の
客
席
数
に
応
じ
て
逓
減
す
る
。

ス
ナ
ッ
ク
等
の
場
合
は
、
当
該
社
交
場
の
営
業
料
金
中
の
一
セ
ッ
ト
料
金
（
飲
食

② 

平
均
入
場
料
は
、
入
場
料
金
を
明
示
し
な
い
ク
ラ
ブ
、

税
、
サ
ー
ビ
ス
料
を
含
む
）
又
は
同
相
当
額
の
三

O
W
Aと
す
る
。
テ
ー
ブ
ル
チ
ャ
ー
ジ
、
席
料
が
あ
る
場
合
は
、
右
の
金
額
に
こ
れ
を
加
算
す

る③ 

使
用
時
聞
は
、

一
曲

一
回
の
演
奏
が
五
分
以
上
一

O
分
未
満
の
場
合
で
も
五
分
未
満
と
み
な
す
。

6 

更
に
、
前
掲
甲
第
三
号
証
の
一
、
二
、
三
、
当
審
証
人
黒
川
清
司
の
供
述
、
こ
れ
に
よ
り
成
立
を
認
め
る
甲
第
六
六
号
証
に
よ
る
と
、
社
交

場
に
お
け
る
カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
歌
唱
の
場
合
の
使
用
料
と
し
て
、
被
控
訴
人
は
前
記
規
程
及
び
細
則
に
準
拠
し
な
が
ら
、
右
5
の
①
な
い
し



③
の
取
扱
い
に
加
え
て
、
左
記
の
と
お
り
特
例
を
定
め
て
い
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
の
認
定
を
左
右
す
る
に
足
る
証
拠
は
な
い
。

記

① 

特
別
使
用
許
諾
契
約
（
前
記
細
則
七
条
。

一
定
の
優
遇
措
置
を
伴
う
長
期
契
約
の
場
合
で
あ
る
。
）
に
準
じ
て
前
記
5
で
算
出
し
た
使
用
料

に
更
に

0
・
五
を
乗
ず
る
。
但
し
最
低
基
準
額
を
一
万
五
、

0
0
0円
と
す
る
。

② 

伴
奏
の
演
奏
（
カ
ラ
オ
ケ
テ
l
プ
の
再
生
）
自
体
は
原
則
と
し
て
自
由
で
あ
る
と
こ
ろ
（
著
作
権
法
附
則
一
四
条
〉
、
喫
茶
店
そ
の
他
客
に

飲
食
さ
せ
る
と
こ
ろ
で
客
に
血
日
本
一
を
鑑
賞
さ
せ
る
た
め
に
レ
コ
ー
ド
に
よ
り
著
作
物
を
使
用
す
る
場
合
は
、
演
奏
会
方
式
に
よ
る
演
奏
の
一

0
0

分
の
一

O
の
範
囲
内
で
使
用
料
を
決
定
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
こ
と
（
前
記
規
程
第
二
章
第
二
節
5
の
⑥
）
を
考
慮
し
、
テ
ー
プ
再
生
部
分
の

使
用
料
相
当
額
を
控
除
す
る
趣
旨
に
お
い
て
右
①
に
よ
っ
て
算
出
し
た
金
額
の
二
割
を
減
じ
、
ま
た
素
人
で
あ
る
客
が
歌
唱
す
る
こ
と
に
よ
り
職

業
歌
手
ほ
ど
の
効
果
は
あ
が
ら
な
い
と
い
う
趣
旨
に
お
い
て
更
に
そ
の
こ
割
を
滅
す
る
（
結
局
0
・
六
を
乗
ず
る
〉
。

7 

以
上
の
事
実
に
前
掲
甲
第
一
四
号
証
の
一
、
同
第
一
三
な
い
し
第
三
三
号
証
の
各
二
、
同
第
三
五
号
証
の
二
、
同
第
四
一
号
－
証
の
三
、
同
第

主

O
号
証
、
原
審
証
人
黒
川
靖
司
、
当
審
（
第
二
回
）
証
人
山
本
滋
久
の
各
供
述
に
弁
論
の
全
趣
旨
を
あ
わ
せ
る
と
、
控
訴
人
ら
が
経
営
す
る
各

店
舗
に
お
け
る
前
記
使
用
料
算
定
上
の
参
酌
基
準
と
な
る
べ
き
営
業
期
間
、
定
員
、
平
均
入
場
料
、

一
曲
一
回
あ
た
り
の
軽
音
楽
使
用
料
（
演
奏

会
方
式
に
よ
る
場
合
〉
、
社
焚
場
と
し
て
の
控
除
係
数
、
客
席
数
に
応
じ
て
参
酌
す
る
係
数
、一

曲
の
使
用
料
、
一
日
の
使
用
料
、

一
カ
月
の
営
業

目
数
、
こ
れ
に
よ
っ
て
算
出
し
た
一
カ
月
の
使
用
料
、
さ
ら
に
カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
歌
唱
に
関
す
る
特
例
（
昭
和
五
五
年
一
一
月
一
日
か
ら
昭

和
五
七
年
九
月
三

O
日
ま
で
の
聞
の
カ
フ
ェ
ミ
ニ
グ
ラ
ブ
水
品
と
全
営
業
期
間
の
ス
ナ
ッ
ク
ギ
ヤ
ル
）
に
よ
る
一
カ
月
の
使
用
料
に
つ
い
て
は
、

本
判
決
別
紙
∞
の

ωな
い
し

ωの
各
該
当
欄
に
記
載
の
と
お
り
認
め
る
こ
と
が
で
き
（
な
お
客
席
数
は
全
て
一

O
O未
満
で
あ
る
〉
、
こ
れ
に
基

づ
い
て
各
店
舗
の
管
理
著
作
物
使
用
月
数
に
基
づ
く
各
使
用
料
を
算
定
す
る
と
、
被
控
訴
人
主
張
の
本
判
決
別
紙
信
使
用
料
金
額
一
覧
表
の
各
算

定
期
間
、
月
数
、
使
用
料
金
額
欄
に
記
載
の
と
お
り
（
但
し
一
の
2
ス
ナ
ッ
ク
水
晶
関
係
を
除
く
）
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
（
な
お
、
同
表
中

一

の
3

「
カ
フ
ェ

ミ
ニ
ク
ラ
プ
水
品
」
中
昭
和
五
四
年
二
月
一
九
日
か
ら
昭
和
五
五
年
七
月
コ
二
日
ま
で
、
同
二
「
ク
ラ
プ

タ
イ
ガ

l
ア
イ
」

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
し
た
ス
ナ
ッ
ク
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例

二
三
五

（
七
九
〉



一一一二六

（
八
O
）

の
昭
和
五
三
年
三
一
月
三
四
日
か
ら
昭
和
五
四
年
四
月
三
O
日
ま
で
、
同
三
「
グ
ラ
ブ

キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
」
の
昭
和
主
一
年
一

O
月
二
五
日
か
ら
昭

和
五
二
年
四
月
三

O
日
ま
で
の
各
算
定
期
間
の
月
数
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
欄
に
記
載
の
月
数
を
下
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
〉
。
被
控
訴
人
は
前
記
ス

ナ
ツ
ク
水
晶
に
お
け
る
算
定
期
間
の
月
数
を
二
六
カ
月
と
主
張
す
る
が
、
前
述
の
如
く
同
店
舗
の
営
業
期
聞
は
昭
和
五
一
年

一
二
月
二
O
日
か
ら

昭
和
五
四
年
二
月
一
八
日
ま
で
で
あ
る
か
ら
、
二
五
カ
月
と
一
三
分
の
三

O
（
月
）
に
あ
た
り
、
前
述
の
同
店
舗
に
お
け
る
一
カ
月
の
使
用
料
五

万
六
、
二
五
O
円
（
本
判
決
別
紙

ωの
ω参
照
）
を
こ
れ
に
乗
．する
と
一
四
六
万
O
、
六
八
五
円
（
円
位
未
満
切
捨
）
と
な
り
、
こ
れ
が
同
店
の

使
用
料
金
額
で
あ
る
。

以
上
の
認
定
を
左
右
す
る
に
足
る
証
拠
は
な
い
。

8 

し
て
み
る
と
、
本
件
に
お
い
て
被
控
訴
人
が
被
っ
た
損
害
の
合
計
額
は
、

一
、
四
六
一
万
二
、
六
八
五
円
で
あ
り
、
控
訴
人
ら
は
連
帯
し
て

被
控
訴
人
に
対
し
左
記
金
額
を
損
害
賠
償
と
し
て
支
払
う
義
務
が
あ
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

ーロ＝＝ロ

右
の
金
額
の
う
ち
、
以
下
述
べ
る
川
切
な
い
し
付
の
元
本
合
計
一
、
四
四

O
万
五
、
六
八
五
円
と
そ
の
遅
延
損
害
金
。

、、，，，μい

本
判
決
別
紙
信
記
載
の
一
の
1
の
九
五
万
六
、
二
五

O
円
、
同
2
の
一
四
六
万
二、

五
O
O円
の
う
ち
一
四
六
万

O
、
六
八
五
円
、
同
3
の

う
ち
昭
和
五
四
年
二
月
一
九
日
か
ら
昭
和
五
五
年
七
月
一
三
日
ま
で
の
一
七
二
万
一
、
二
五

O
円
、
同
記
載
の
ご
の
一
四
六
万
二
、

五
O
O円
、

同
記
載
の
三
の
う
ち
昭
和
五
一
年
一

O
月
二
五
日
か
ら
昭
和
五
二
年
四
月
三

O
日
ま
で
の
四
三
万
二
、
0
0
0円
、
同
年
五
月
一
日
か
ら
昭
和
五

五
年
七
月
＝
二
日
ま
で
の
三
九
カ
月
分
の
五
二
六
万
五
、

0
0
0円
の
合
計

一、

一
二
九
万
七
、
六
八
五
円
と
こ
れ
に
対
す
る
被
控
訴
人
主
張
の

本
訴
状
送
達
の
翌
日
（
昭
和
五
五
年
七
月
二
五
日
、
同
月
二
四
日
本
訴
状
が
控
訴
人
ら
に
送
達
さ
れ
た
こ
と
は
記
録
上
明
ら
か
で
あ
る
。
）
の
後

で
あ
り
、
全
額
に
つ
き
履
行
期
到
来
の
後
で
あ
る
こ
と
の
明
ら
か
な
昭
和
五
五
年
八
月
一
日
か
ら
支
払
い
ず
み
ま
で
民
事
法
定
利
率
年
五
分
の
割

合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
。

（ロ）

本
判
決
別
紙
＠
記
載
の
一
の
3
の
う
ち
昭
和
五
五
年
八
月
一
日
か
ら
同
年
一

O
月
＝二

日
ま
で
の
一
六
万
二
、

0
0
0円
、
同
記
載
の
三
の



う
も
昭
和
五
五
年
八
月
一
日
か
ら
昭
和
五
六
年
五
月
一
三
日
ま
で
の
一

0
カ
月
分
一
三
五
万
円
、
同
年
六
月
一
日
か
ら
昭
和
五
七
年
三
月
三
一
日

ま
で
の
一

0
ヵ
月
分
六

O
万
円
の
合
計
一
一
一
一
万
一
一
、

0
0
0円
と
こ
れ
に
対
す
る
履
行
期
到
来
の
後
で
あ
る
原
審
に
お
け
る
訴
変
更
申
立
書
送

達
の
翌
日
（
昭
和
五
七
年
五
月
一
目
。
同
年
四
月
一
一
一

0
日
同
申
立
書
が
控
訴
人
ら
に
送
達
さ
れ
た
こ
と
は
記
録
上
明
ら
か
で
あ
る
。
）
か
ら
支
払

い
ず
み
ま
で
前
同
様
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
。

やす

本
判
決
別
紙
＠
記
載
の
一
の
3
の
う
ち
昭
和
五
五
年
一
一
月
一
日
か
ら
昭
和
五
七
年
九
月
三

O
日
ま
で
の
四
一
万
四
、

0
0
0円
、
同
記
載

の
一
の
4
の
九
、

0
0
0円
、
同
記
載
の
三
の
う
ち
昭
和
五
七
年
四
月
一
日
か
ら
昭
和
五
八
年
四
月
三

O
固
ま
で
二
ニ
カ
月
分
七
八
万
円
の
合
計

一
二

O
万
三
、

0
0
0円
の
内
被
控
訴
人
主
張
の
内
九
九
万
六
、

0
0
0円
と
こ
れ
に
対
す
る
履
行
期
到
来
の
後
で
あ
る
本
件
附
帯
控
訴
状
送
達

の
翌
日
（
昭
和
五
八
年
五
月
一
七
日
。
同
月
一
六
日
右
附
帯
控
訴
状
が
控
訴
人
ら
に
送
達
さ
れ
た
こ
と
は
記
録
上
明
ら
か
で
あ
る
。
）
か
ら
支
払

い
ず
み
ま
で
前
同
様
年
五
分
の
割
合
に
よ
る
遅
延
損
害
金
。

9 

従
っ
て
、
被
控
訴
人
が
支
払
い
を
求
め
る
損
害
金
は
、
右
の
限
度
で
相
当
と
し
て
認
容
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
が
、
そ
の
余
（
前
記
ス
ナ
ツ
グ

水
晶
関
係
の

一
部
と
遅
延
損
害
金
の
一
部
）
は
失
当
と
し
て
棄
却
を
免
れ
な
い
。

ま
た
前
述
の
如
く
控
訴
人
ら
は
「
ク
ラ
ブ

キ
ヤ
ツ
ツ
ア
イ
」
に
お
い
て
被
控
訴
人
の
許
諾
な
く
管
理
著
作
物
の
演
奏
を
続
け
、
将
来
も
演
奏
権

の
侵
害
を
続
け
る
こ
と
が
予
測
で
き
る
か
ら
、
そ
の
侵
害
の
停
止
と
予
防
の
た
め
著
作
権
法
一
一
二
条
に
よ
り
差
止
め
を
求
め
る
被
控
訴
人
の
請

求
も
相
当
と
し
て
認
容
す
る
こ
と
、
が
で
き
る
。

以
上
の
理
由
に
よ
り
、
原
判
決
損
害
賠
償
請
求
認
容
部
分
に
つ
い
て
は
一
部
（
ス
ナ
ッ
ク
水
晶
関
係
の
一
部
と
遅
延
損
害
金
の
－
部
）
と
れ
と
異

な
る
原
判
決
を
変
更
す
る
と
共
に
、
前
述
の
差
止
請
求
に
関
す
る
請
求
の
減
縮
並
び
に
附
帯
控
訴
に
基
づ
く
請
求
の
拡
張
に
よ
り
原
判
決
を
変
更

ず
る
こ
と
と
し
、
民
事
訴
訟
法
九
六
条
、

八
九
条
、
九
二
条
、

一
九
六
条
に
よ
り
主
文
の
と
お
り
判
決
す
る
。

（
福
岡
高
等
裁
判
所
第
二
民
事
部
）

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
し
た
ス
ナ
ッ
ク
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例

二
三
七

（

八

一

〉



二
三
八

別

紙

ど

控

訴

人

ら

の

営

業

覧表

一 一 一一 一

？ 同 「ー」同-/'. 「冶北一 - －：＝：： 市
=1- 旦蚕同 南町九 場
l 所 国一州、i
南 南 一区 ピ了市
国 国号堺 ノレ目小
ピ ヒ 町 」........＿倉

/'. 

ノレ ノレ
丁 地 番 北

I_  L- 階八区 所一 一 目一 号 鍛階 階

4 3 2 1 

カ カ
ス カ ス ス

クフ ク フ
ギナ ミフ 水 ナ ニナ 介邑主4

フエ． フ ご乙

業プ フ
ツ ニニ ニ工． ツ ユツ

ヤ グ ク ク ク 種
フ 目キ タ
フ 日回目 及ヤ イ

こ:c..

ノレ メ び
ツ

カ、、
水 フ 店

ツ
ア ア

ノレ 名

イ イ
目回白 ド

一
至自 至 自 至自 至自 至自 至自

現昭 昭昭 昭 昭 昭 昭 昭昭 昭 昭 戸凸ミ4
来日 来日 来日 和 和 和 和 不日来日 和 和
五 五五 五 五 五 五 五 五 五 五

業一 四二 八 八 七 四 四 一
年 年。在年 年年 年 年 年 年 年 年

一 一 一 期
。 四二 四 二 九二 一一 二 七一 一
月 月 月 月月 月月 月見 月月 間一 一一 一一 一 一 一 一一 一一 一
五 0 四 一一 。九 八 O 九 O一 一
日 日 日 日日 日日 日日 日日
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）



使用料算定上の参酌基準たる管理著作物使用状況

t才紙~Ij 

(1) 

ニューエメラノレド ガく 目回白

営 業 期 間
自 50. 7. 20 自 51. 12. 20 

至 51. 12. 19 至 54. 2. 18 

I/ 

均 入 場 料 1soo円以上1000円未満 l // 
軽音楽使用料

3 使用時間 1曲1回につ 500円 I/ 

き5分未満）

4 控（社 除係 数 0.5 I/ 
交場使用〉

5 客席数に応じて参酌する 100 
// 

係数 500 

曲 II 

7 1 日 の使用料 2250円 II 

（使用曲数） (45曲） （グ〉

8 1 カ月の使用料 56250円 // 

（営業日数） (25日〉 〈グ〉

(2) 

ミニクラプ水晶 // 

悼邑~ 業 期 間
自 54. 2. 19 自 55. 8. 1 

至 55. 7. 31 至 55.10. 31 

II 

均 入 場 料 I2soo円以上3000円未満 ｜ // 

軽音楽使用料
3 使用時間1曲1固につ 900円 II 

き5分未満）

数 0.5 // 

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
設
置
し
た
ス
ナ
ッ
ク
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
う
と
さ
れ
た
事
例

二
三
九

（
八
三

〉



5 客係数席数に応じて参酌する 100 

” 500 

曲 の使用料 190円 // 

7 1 日 の使用料 4050円 2160円
（使用曲数〉 (45曲） (24曲）

8 1 カ月の使用料 101250円 54000円
（蛍業日数〉 (25日） (25日）

、‘．，，
向。J’a、、

ミニグラブ水晶｜ ギ ヤ ノレ

A凸...... 業 期 間
自 55. 11. 1 自 58. 3. 3 

至 57. 9. 30 至 58. 4 .. 2 

員 500名未満 II 

均 入 場 料 lい300州以上3お5附未満い5州以上2000円未満

軽（使5音用分時未楽間満 使 用 料3 1曲1回につ 1000円 700円
き〉

4 控（社交場除使用）
係 数

0.5 // 

5 客席数に応じて参酌する 100 
// 

係数 500 

曲 の使用料！ 100円

7 1 日 の使用料 2400円 1190円
（使用曲数〉 (24曲〉 (17曲〉

8 1 カ月の使用料 60000円 29750円
（営業日数〉 (25日〉 〈グ〉

特別使用用許月料諾額契×約におけ 15000円
9 る使用料 30000円

〈但し最低基準額〉
（月額使 0.5) 

10 カラオケ伴参奏による歌唱 0.6 II 
の場合の酌係数

11 1 カ月の奏使に用料） 18000円 9000円
（カラオケ伴 よる

一ーー~‘
四。
（
八
四
〉



(4) 

タイガーァィ ｜｜グラブ キヤツツアイ

月凸4 業 期 間
自 53. 3. 24 自 51.10. 25 

至 54. 4. 30 ｜至 52. 4. 30 

員［ 500名未満 j s陥未満

均 入 全匂区，旬、， 料！ 3000円以上側円未満 t2附 以 上300州未満

軽（音楽使曲 用料
3 使用時間1 1固につ 1000円 900円

き5分未満）

4 控除係 数 0.5 II 
社交場使用〉

5 客席数叫 て 参 院 1100 // 
係数 500 

6 1 曲の 使 用 料 ！100円

7 1 日 の 使用料 4500円 2880円
（使用曲数） (45曲） (32曲〉

8 1 カ月の使 用 料 112500円 72000円
（営業日数） (25日） (25日）

（。
｜クヲプ キヤツツアイ｜ // 

片局込4与 業 間
自 52. 5. 1 自 56. 6. 1 

期
至 56. 5. 31 至 現 在

員＼ soo:t;未満 // 

均 入 場 料＼ 2soo円以上3000円未満 iso州以上3500円未満

軽（音楽使曲 用料
3 使5分用時間1 1固につ 900円 1000円

き 未満）
i 

4 控（社交場除使用）
係 数 0.5 0.5 

5 
客席数に応じて参酌する 100 

// 
係数 500 

カ
ラ
オ
ケ
伴
奏
に
よ
る
客
の
歌
唱
に
つ
き
カ
ラ
オ
ケ
装
置
を
－
設
置
し
た
ス
ナ
ッ
ク
等
の

経
営
者
が
演
奏
権
侵
害
に
よ
る
不
法
行
為
責
任
を
負
ラ
と
さ
れ
た
事
例

二
四

（
八
五
）



曲の使用料 190円

7 1 日 の使用料 5400円 2400円
（使用曲数〉 (60曲〉 (24曲〉

8 1 カ月の使用料 135000円 60000円
（営業日数〉 (25日〉 (25日〉

制紙}Jlj 

二
回
二

（
八
六
〉

表

店 名 ｜算定期間｜月数｜ 使用料金額

1 
スナック 自 50.7.20 

56250円×17=956250円一 17 
ニューエメラノレド 至 51.12.19 

2 スナック 水 目回白
自 51.12. 20 

26 56250円×26=1462500円
至 54.2.18 

自 54.2.19 
17 101250円×17=1721250円3 カフェ ミニグラブ

至 55.7.31 
水 晶

自 55.8. 1 
3 54000円×3=162000円

至 55.10.31

自 55.11. 1 
23 18000円×23=414000円

至 57.9.30 

4 スナツグ ギヤrレ
自 58.3. 3 

1 9000円×1=9000円
至 58.4. 2 

一 グラブ タイガーアイ
自 53.3.24 

13 112500円×13=1462500円一 至 54.4.30 

自 51.10.25 
6 72000円×6=432000円一 クラブ キヤツツアイ一 至 52.4.30 

自 52.5. 1 
49 135000円×49=6615000円

至 56.5.31 

自 56.6. 1 
23 60000円×23=1380000円

至 58.4.30 

A日． 計 14614500円

覧額金料用使

〈省略〉楽曲リスト


